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平成29年９月21日（木曜日）

午前９時59分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成29年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

公立大学法人宮崎県立看護大学

公益財団法人宮崎県移植推進財団

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ー

公益財団法人宮崎県健康づくり協会

○請願第17号 子どもの医療費無料化を中学校

卒業まで引き上げることを求め

る請願

○請願第22号 子どもの医療費助成制度の拡充

を求める請願

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・医師・看護師等確保に係る取組みについて

・県立宮崎病院再整備の進捗状況について

・国保事業費納付金等の試算結果について

・宮崎県国民健康保険運営方針の検討状況につ

いて

・国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭開催

準備の進捗状況について

・宮崎県糖尿病発症予防・糖尿病性腎症重症化

予防指針（第１期）について

出席委員（７人）

委 員 長 右 松 隆 央

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 日 髙 陽 一

委 員 西 村 賢

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 土 持 正 弘

病 院 局 医 監 兼
菊 池 郁 夫

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
阪 本 典 弘

経 営 管 理 課 長

県立宮崎病院事務局長 川 原 光 男

県立日南病院長 峯 一 彦

県立日南病院事務局長 奥 泰 裕

県立延岡病院長 栁 邊 安 秀

県立延岡病院事務局長 青出木 和 也

病 院 局
後 藤 和 生

県立病院整備対策監

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 畑 山 栄 介

福祉保健部次長
椎 重 明

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健・医療担当）

こども政策局長 長 倉 芳 照

福 祉 保 健 課 長 小 田 光 男

指導監査・援護課長 池 田 秀 徳

医 療 薬 務 課 長 田 中 浩 輔

薬 務 対 策 室 長 山 下 明 洋

国民健康保険課長 成 合 孝 俊

平成29年９月21日(木)
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長 寿 介 護 課 長 木 原 章 浩

医 療 ・ 介 護
内 野 浩一朗

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 日 髙 孝 治

衛 生 管 理 課 長 樋 口 祐 次

健 康 増 進 課 長 矢 野 好 輝

感染症対策室長 永 野 秀 子

こども政策課長 髙 畑 道 春

こども家庭課長 松 原 哲 也

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主査 甲 斐 健 一

ただいまから厚生常任委員会を○右松委員長

開会いたします。

まず、委員席の決定についてであります。

座席につきましては、現在お座りの仮席のと

おり決定してよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○右松委員長

します。

次に、委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○右松委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

それでは、その他報告事項に関する説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いいたします。

おはようございます。病院局○土持病院局長

でございます。よろしくお願いいたします。

病院局からは、９月定例県議会にお願いして

おります議案はございませんが、２件御報告を

させていただきます。

１件目は、医師・看護師等確保に係る取り組

みについてであります。

、 、病院局では 医師・看護師等の確保について

、毎年さまざまな取り組みを行っておりますので

それを御報告させていただきます。

また、７月に実施しました看護師・助産師の

選考採用試験の実施状況につきましても、あわ

せて御報告いたします。

２件目は、県立宮崎病院再整備の進捗状況に

ついてであります。

県立宮崎病院の再整備に関しましては、皆様

に多大な御心配をおかけしましたが、さきの６

月議会におきまして、29年度補正予算の議決を

いただいた後、速やかに実施設計業務を開始い

たしました。

本日は、実施設計段階のコスト管理などを、

設計業者とは異なる第三者の立場から支援する

ためのコンストラクション・マネジメント業務

について、公募型プロポーザル方式により、事

業者を決定しましたので、御報告させていただ

きます。

詳細につきましては、次長より説明させます

ので、よろしくお願いいたします。

私からは以上であります。

それでは、お手元の常任委○阪本病院局次長

員会資料をお開きください。

１ページでございます。

まず１点目、医師・看護師等確保に係る取り
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組みについてでございます。

例年、この点に関して、この時期に御報告を

させていただいております。

まず１番目、医師の確保、特に臨床研修医の

確保についてでございます。

まず（１ 、病院説明会の実施ということで、）

県内７つの基幹型研修病院がございます。この

７病院合同で、民間の企業が開催いたします説

明会等に参加しているところでございます。

①としまして、これまでの今年度の取り組み

、 、 、 、でございますが 鹿児島 福岡 それから大阪

東京でそれぞれ開催されました説明会に合同で

参加をいたしまして、ごらんのとおりのブース

の来場者を得ているところでございます。

それから、ポツの３つ目でございますが、宮

崎大学医学部の主催しておられますマッチング

の説明会、こちらにも参加をしているところで

ございます。

②今後の予定といたしまして、来年３月福岡

で行われます説明会にも参加予定をしていると

ころでございます。

（２）で、これは、宮崎県病院局独自の取り

組みでございますが、３病院の見学ツアーとい

うのを行っております。

大体、主に５年生、中には４年生も来られる

んですけれども、３病院それぞれ１日ないし、

延岡病院につきましては、１泊２日で希望され

る医学部の学生の方をバスでそれぞれ案内をい

たしまして、１日、２日かけて県病院を見学い

ただくものでございまして、ことしは８月23か

ら25日で行っておりまして、県内外の学生11名

の方に参加をいただいております。

２回目は、来年３月に実施を予定しておると

ころでございます。

参考としまして、下に表が２つあります。

１つ目が、３病院におきます臨床研修医の受

け入れ状況でございます。今年度は、宮崎と日

南で合計しまして13名の臨床研修医を受け入れ

る状況でございますが、臨床研修医の受入れ定

員が自治医科大学卒分を含めて28名の定員でご

ざいます。まだまだ定員の約半分ということで

ございますので、今後もこの臨床研修医の受け

入れにつきまして、努力を進めてまいりたいと

考えております。

なお、医師数でございますが、一番下の表に

、 、ございますとおり 今年度は203名ということで

これは、これまでの中で最も多い数字となって

いるところでございます。

しかしながら、日南、延岡はまだまだ足りな

い状況にございます。

２ページをお開きください。

看護師等の確保についてでございます。

１つ目が、病院の説明会でございます。これ

は、先ほどの研修医と同じで、民間業者が開催

、 、 、しております説明会 ２つ目のポツ 本年度は

これまで大体、福岡で主に参加をしておったん

ですけれども、ことしからちょっと場所を変え

まして隣県であります鹿児島に参加をしており

ます。それから今後、福岡、熊本での会にも参

加を予定しているところでございます。

②が、宮崎県病院の独自の取り組みでござい

ますが、ナースガイダンス・見学ツアーという

のを実施しております。

これもやはり、先ほどのドクター、研修医と

同じような形で募集をいたしまして、チャータ

ーしたバスで３病院をそれぞれ２日間かけて回

るというものでございます。

本年度が５月の下旬、27、28日に開催してお

りまして、78名の参加があったところでござい

ます。
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それから、③といたしまして、病院説明会、

これは、各３県病院がそれぞれ月に１回、１日

指定いたしまして、その日に、都合のよい月に

希望される方に、学生の方に来ていただくと。

そして、県病院の中で説明をそれぞれするとい

うものでございます。

これまで、昨年度になりますけれども、29年

１月にこれを始めまして、ことしの８月まで、

これまで13名の方においでいただいておりまし

て、実はこのうち、13名のうち５名が、７月に

行われました試験に受験をしていただいている

ところでございます。

それから （２）看護学生インターンシップと、

いいまして、これが、ことしの８月の３日から

９日の中で、最長３日間ということで、この期

間内にインターンシップということで、病院業

務を体験していただくと、看護業務を体験する

ということを取り組んでおります。これにつき

ましては、ことしが65名の参加を得たところで

ございます。

それから （３）学校訪問としまして、４月以、

降、県内外の看護系の大学・専門学校等を訪問

いたしまして、県病院をアピールしたところで

ございます。

ことしは県内７校、県外 これは福岡でご─

ざいますが、２校を訪問したところでございま

す。

それから （４）ことしの採用試験、看護師・、

助産師の選考試験の実施状況でございます。

昨年までは看護師の試験でございました。こ

としから助産師を別枠で設けているところでご

ざいます。

やはり、せっかく助産師としての資格を持っ

ている学生について、看護大学等から助産師と

しての別枠で採用してほしいという声がござい

ました。ことしから、この助産師枠ということ

で、別枠を設けたところでございます。

ことしは、例年並みの７月の22、23、24日の

３日間行いました。

、 、 、 。 、会場としまして 宮崎 東京 大阪 これは

これまでどおりでございますが、ことしから福

岡市を新たに加えたところでございます。

やはり九州内の学生の方が福岡にも多いとい

うことで、開催しましたところ、数字は書いて

おりませんが、東京、大阪は８名の方にそれぞ

れ受験をいただきましたが、福岡につきまして

は18名。これは、それぞれ２種も含めてでござ

いますが、18名の受験があったところで、やは

り今後も、この福岡における試験というのを続

けてまいりたいと考えているところでございま

す。

それぞれ表の中に、申込者それから合格者を

記載しているところでございます。

最終的に、受験者数としまして、上の表の右

から３列目、受験者数が138名の方に受験をいた

だきまして、合格者数としては90名ということ

、 。で 競争倍率は1.5倍だったところでございます

看護師数につきましては、下の表に書いてい

ますとおり、昨年から約40名ふえているところ

でございます。

なお、ここに数字はございませんけれども、

今回、受験をいただいた方の中で、主に宮崎県

出身ではございますけれども、福岡とか、そう

いった県外の病院で就職しておられた方が７名

ございます。

それから、県外の大学に行っておられる学生

の方は、合格者の中で10名おられます。

こういった17名の方がＵＩターンということ

で、宮崎に戻ってきていただけるということ。

それから県内の学校、看護学校等におられる学
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生の方からも45名の方に、受験・合格していた

だいておりますので、こういった45名の若者の

県内就職といったことで、県病院についても、

そういった意味で若者の定着について取り組ん

でいるところでございます。

続きまして、３ページでございます。

県立宮崎病院再整備の進捗状況についてでご

ざいます。

１の経緯につきましては、これまでの経緯を

記しております。

（５）で、去る６月議会におきまして補正予

算を議決いただいたところでございまして、そ

れを受けまして、先ほど局長が申し上げました

とおり （６）７月に実施設計業務を、それから、

８月にコンストラクション・マネジメント業務

を業者に発注いたしまして、開始をしたところ

でございます。

その中身でございます。

２の各業務の概要 （１）の実施設計業務でご、

ざいますが、これは、基本設計を受託しており

ました日建・コラム設計共同企業体に随意契約

で実施設計についても発注をしております。

履行期間につきましては、来年の10月末とし

ておりまして、契約額はごらんのとおり２

億9,800万円余りということになっております。

それからＣＭ業務、コンストラクション・マ

ネジメント業務についてでございますが、公募

型のプロポーザル方式ということで公募をいた

しまして、２つ目のポツにあります株式会社プ

ラスＰＭという、大阪に本社を置く会社でござ

います。

この会社につきましては、これまで病院のＣ

Ｍ業務、これを50件以上請け負っているという

実績があり、かなり病院ＣＭに関しては国内で

も屈指の業者でございます。

履行期間といたしましては、８月から再来年

の２月末までとしております。上の実施設計よ

、 、りも４カ月ほど長くなっておりますが これは

実施設計終了後、今度は本体工事の発注を31年

３月に予定しておりますが、この発注に関する

支援もいただくということで、31年２月末まで

の履行期間としているところでございます。

契約額としましては、2,900万強ということで

ございます。

業務内容といたしましては、実施設計段階に

おきますコスト管理・品質管理・工程管理等に

関する発注者であります県への支援ということ

でございまして、コスト管理に関しまして具体

的に言いますと、事業費の縮減の検討、それか

ら、工事発注区分または発注方式の検討等を考

えていただこうというところでございます。

事業費縮減に関して、今まで主な提案が幾つ

かございました。建物設備の仕様の見直し、そ

れから発注区分の工夫、それからマーケットサ

ウンディングというのがございます。

これが、これまでまだ県内では行っておりま

せんが、マーケットといいますのは、結局、本

体工事を受注する建設会社 再来年になりま─

すけれども、あらかじめ実勢価格と施工者の技

術、知見を取り入れるということで、設計を行

う中で設計を請け負うであろう幾つかの大手の

コンサルが県内外にございますけれども、具体

的ないろんな意見をいただきまして、それを設

計内容に盛り込んで発注を行うというやり方。

言ってみれば、消費者の声を事前に聞くと。消

費者といいますか受託者ですね、そういったマ

ーケットサウンディング手法を取り入れること

にしているところでございます。

続きまして、４ページでございます。

それから、現在行っておりますのが立体駐車
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場の設計業務でございます。

具体的に再整備が始まりまして、最初に現場

で動きますのが、この立体駐車場の整備でござ

います。

昨年の11月１日に発注をしておりましたが、

その後の事業費高騰等におきます議論を踏まえ

まして、本来、当初は29年、ことしの３月末と

しておりましたこの設計業務の委託期間を中断

し、延長いたしまして、ことしの12月末として

いるところでございます。

契約額は1,300万円強ということでございまし

て、これは、今現在、７月以降順調に進めてお

るところでございます。

最後に、事業費の見直しについてということ

で、去る６月議会で御説明いたしました２点、

１つが事業費の縮減、約50億の縮減ということ

でございます。

（２）にありますとおり、基本設計段階にお

ける見直しということで、現在、約25億程度を

順調に見直しを進めているところでございまし

て、これに加えまして、今後、ＣＭ導入、それ

から入札を含め、プラス25億程度の縮減を目標

としているところでございます。

なお、医療機器の整備につきましては、この

委員会でもたびたび御意見をいただきましたと

おり、その機能は落とさないということで、た

だ、機種の選定方法ですとか、あと購入時期を

前倒しする、もしくは１年おくらすといったこ

とでの平準化を進めることとしております。

なお、ここに数字を書いてはおりませんが、

病床数も見直すということで、20床減というこ

とでございますが、宮崎病院の各診療科におき

ましても、これは十分に御納得をいただいてお

りまして、大体平均１床から２床、それぞれを

減らすということで、20床を減らすということ

にしております。

そして、それぞれ１床から２床あいたスペー

スにつきましては、災害時の非常時に使うスペ

ースとして想定しております。

それから、平時、通常時におきましては、会

議室であるとか、職員の研修のスペースとして

活用する予定としております。

最後に５ページに、今後のスケジュールを記

載しておりますが、これは、これまで御説明し

たとおりでございます。

順次 発注を行い 着工を行いまして 平成31、 、 、

年に本館については着工、33年に開院を予定し

ているところでございます。

私からの説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○右松委員長

た。質疑をお願いします。

医師・看護師の確保についてお伺○丸山委員

いしたいんですけれども、１ページのほうに、

それぞれ各病院の医師数が全体で203名というこ

、 、 、とで 最大になっているんですが 定員は実際

各病院でどんな状況なのかというのを、まず具

体的に教えていただくとありがたいと思ってお

ります。

一応、各病院で定数という○阪本病院局次長

のは定めております。

、 、宮崎病院については 若干ではございますが

この定数を上回ってドクターがいる状況でござ

いますが、日南、延岡に関しましては、先ほど

申し上げましたとおり、まだ定員に達していな

い状況にございます。

まず、宮崎病院に関しましては、定数が85に

対しての107名でございます。日南病院に関しま

しては、定数41に対しての38名の現状。延岡病

院に関しましては、定数66に対して58名の現状

という状況でございます。
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宮崎病院ですると定員はオーバー○丸山委員

しているけれども、それでも医師が足りないと

いう話 例えば小林市民病院から要請を受け─

ても、なかなか医師派遣ができる状況じゃない

という話をよく聞くんですが、各科によってば

らつきがあると認識していいのか、その辺をも

う少し教えていただきたいのと、日南病院、延

岡病院で特に少ない科というのは何があるのか

というのも教えていただくとありがたいと思っ

ております。

まず、定数といったものが○阪本病院局次長

どうやって算出され、例えばトータルでの定数

というのをどうやって算出したのかというのも

あるんですけれども、確かにおっしゃるとおり

各診療科によってばらつきがあります。

例えば内科とか外科というのは、かなりたく

さんドクターがおられますけれども、例えば麻

酔科ですとか、そういったところで、宮崎病院

においてもやっぱり足りない診療科がございま

す。

それから、日南、延岡に関しましては、先ほ

ど申し上げた、例えば休診状態になっています

精神のドクターですとか、延岡の麻酔科も足り

。 、 、 、ません あと 皮膚科ですとか 休診だったり

または宮大から派遣で週１回しか外来ができな

いといった診療科もございます。

そういったところでドクターが足りない状況

にございます。

また、学生にいろいろ説明会なり○丸山委員

、 、をやられているんですが 福祉保健部のほうで

数年前から大学生になった方々に対して、高校

を卒業するときに住所等を蓄積する、登録して

もらう制度があっているんですが、医大のほう

を選抜して、そういう方にこういう情報を送る

ようなことは、やられているんでしょうか。

まだ、今のところやってお○阪本病院局次長

りません。

ドクターもそうですし、後で出てきますナー

スについても、そういった情報も我々も入手す

べきだということで、今、ちょっと内部でも検

討しておりまして、特に商工観光労働部のほう

が、医師というわけではなくて、若者県内定着

ということで、そういった情報を教育委員会と

連携をとってやっておられますので、そういっ

たやり方等を、今、研究しているところでござ

いまして、そういった取り組みも必要であると

考えているところでございます。

ぜひ、そういった貴重なデータを○丸山委員

活用しないというのはもったいない話でありま

すので、どうかよろしくお願いしたいと思って

います。

あと、それと、いろいろとツアーに来ていた

だいている学生が、県内外で11名いるというこ

となんですが、その方々の率直な意見は。例え

ば、我々も県立宮崎病院に行かせてもらって、

いろいろ病室とか手術室を見たときに、本当に

雨漏りがするような、非常に苦しい状況を見た

んですけれども 学生はどんな感想を率直に思っ、

ているのかっていうのを、もしわかっていれば

教えていただくとありがたいんですが。

まず、学生に対しては、余○阪本病院局次長

りよくないところは、そんなに積極的には見せ

ていないんですけれども、やはりかなり大変だ

なということと、特に延岡病院あたりでは、宿

直もしていただいておりまして、やはり病院の

大変さというのもわかっていただいているとこ

ろでございます。

学生に対するアンケー○菊池県立宮崎病院長

、 、トは行っておりませんが 学生さんが見るのは

設備もですけれども、彼らはどういうことがこ
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こで研修できるのかというのを、物すごく気に

しているんです。例えば、救急の患者が来た場

合、最初から自分たちが診れるのかとか、どう

いう種類の患者さんを２年間の間に診れるのか

と、そちらのほうが主な興味のある点だと思い

ます。

設備に関しては、ことさら悪いところは説明

してないというような状況で、申しわけないで

す。

あと、研修医が、28名の定員なの○丸山委員

に、全体で13名。ピークのときの18名からする

と、なかなか伸び悩んでいるんですけれども、

先ほど言うように、どういう研修ができるかと

いうのが大きなポイントだと、いみじくも院長

に言っていただいたんですが、新しい病院をつ

、 、くるにも 並行してその辺はやっていかないと

なかなか研修医 指導医を含めてしっかりつくっ、

ていただかないとできないというふうに思って

いるので、その辺は、今、どう取り組みをされ

ているのかをお伺いしたいと思います。

、○菊池県立宮崎病院長 新しい病院が建つから

初期研修のシステムを変えるというようなこと

は考えていないんですが、ただ、来年の４月か

ら新専門医制度が始まりますので、それにリン

クしたようなことは、またアナウンスしていか

なくてはいけないと考えております。

初期研修から新専門医制度にそのままスムー

ズに研修できるというメリットとか、そういう

ことをしていこうかなと。

おっしゃるように、新しい病院に変わると、

体制も変わりますので、そのあたりも含めて、

また研修計画等を練らなくてはいけないとは考

えております。

ぜひ、研修医に来ていただかない○丸山委員

と。あと、前期と後期があって、それぞれ宮崎

病院等に来ていただければ、定着にもつながっ

ていくというふうに思っているものですから、

研修医で来られた先生方が、今まで県立病院等

に正規の医者になっている数というのを把握さ

れているものなのか。この203名のうちに、どれ

くらいいらっしゃるのか。多ければ多いほうが

。いいのかなというイメージもあるものですから

それとも逆に、別のところからどんどん入って

いただいている、医局を通じて来ていただいて

いると思ったほうがいいのか、どういうふうに

理解すればいいのか、教えていただくとありが

たいと思います。

正確な数字は把握していない○土持病院局長

と思います。

ただ、基幹型だけではなくて協力型で、宮崎

大学を始め、九州大学、熊本大学からたくさん

来ていただいておりますので、そういった方々

が、県病院を気に入っていただいて。我々とし

ても、今度はまた正規職員として派遣でも来て

いただくということを念頭に置きながら対応し

ておりますので、宮崎病院で採用して、ずっと

育てていくというのも一つの道としてはありま

すけれども、ほとんど派遣に頼っている現状で

は、極力基幹型ではなくても、協力型も引き受

けて、県立病院の理解を深めていただくという

ことで考えております。

今度、新しく病院を開設するに当○丸山委員

たって、できるだけ宮崎県全体の県立病院とい

うことで いろんな地域に貢献できる医者をしっ、

かり育てていくんだということを含めて、新病

院建設も私自身はお願いしたつもりで、本会議

でも予算についても、ゴーサインを出したつも

りなものですから、しっかり病院局で医者を育

てていくんだという形、意識改革をもうちょっ

と。これは、医局とのつながりが非常に難しい
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問題かもしれませんけれども、つくっていくん

だというあかしをもうちょっと出していただき

たいと思っております。それは、よろしくお願

いしたいと思っております。

素朴な疑問なんですが、先ほ○田口副委員長

どの医師の定員のところで、もちろん診療科に

よって足りない、足りているとか、いろいろあ

ると思うんですけれども、宮崎病院は85に対し

て107でプラス22名、延岡と日南は逆に足りない

んですけれども、この定員というのはどういう

基準になっているのか。例えば、宮崎病院に今

後また勤めたいという人が来ればどんどん入れ

るのか、そこがどのようなことになるのか、

ちょっと教えていただきたいんです。

先ほど次長が言いましたよう○土持病院局長

に、一応規則上の定数というのは、各病院85、

41、66を足しまして、あと経営管理課のほうに

も１枠がございまして、193という定数になって

おりますが、なかなかその根拠が我々もわから

ないというのがあります。

それで、今現在、ドクターがどれだけ必要か

ということについては、各病院からとっており

まして、その数は236という数字があります。

それに先ほど、丸山委員のほうからもお話が

ございましたけれども、地域医療科というのを

別枠で、我々としては充実させたいというのが

ありまして、それが今、宮崎病院を中心に始め

ているわけですけれども、そこは別枠で、病院

局経営管理課の定数として20名ぐらいは確保し

たいという気持ちがありますので、各病院の要

求を全て踏まえると、全体としては256ぐらいは

必要かなというのが今の現状ではあります。

ただ、今、そこは現実的に医師確保について

の困難さがありますが、宮崎病院については114

に対して、まだ足りていないという状況にはあ

ります。

そこら辺を少し、我々としましても、いろん

、 、な今後のあり方 ドクターの数をどうすべきか

それに伴って当然、医療２の技術者、医療３の

技術者等もどうするかということがありますの

で、宮崎病院の改築を契機に、もう一度そこは

見直しをかけたいと思っております。

、 、○田口副委員長 要は 医療の問題というのが

、宮崎は平均より医師の数が多いにもかかわらず

偏在が非常に問題になっている中で、県病院が

その偏在をさらに助長しているようなところが

あるんじゃないかというような気もするもんで

すから、そのあたりを十分勘案しながら、今後

。の医師確保には努めていただきたいと思います

よろしくお願いいたします。

、○井本委員 宮崎病院長が言われたのを聞くと

要するに医学生というのは、いろんなことを勉

強したいと。結局、勉強したいのは、宮崎病院

と延岡病院では、差があるということですか。

内容に差があるという○菊池県立宮崎病院長

ことじゃないと思います。例えば、延岡病院と

宮崎病院の内科のドクターの人数の差がどうい

うことかというと、それは結局、守備範囲の広

さなんです。宮崎病院は大体、オールラウンド

に循環器、呼吸器、膠原病とか、いろいろそろ

えているんです。各パートを２人か３人そろえ

ているんですけど、だから、延岡病院さんは、

僕はどのくらいか具体的には知りませんが、そ

の守備範囲がちょっと狭いというところの差だ

。 。と思います 内容による差ではないと思います

それと追加で、宮崎病院は定数85に対して107

名で、オーバーしているわけなんですが、これ

は、どのような医療を提供するかというような

ことになるんです。内科でも、例えば膠原病の

専門家をそろえるのか、膠原病の専門家はそろ
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えなくて、例えば感染症をやっている先生が兼

ねてやるのかとか、そのようなことで実際のド

。クターの数はふえているという状況があります

ちょっとこれは追加です。

先ほど質問がいろいろ○栁邊県立延岡病院長

出ていましたので、総括的に所見を述べたいと

思っています。

研修医の先生たちについては、バスツアーの

中では、基本的に非常にポジティブな意見をも

らっています。救急外来の当直をしてもらって

いるわけですけれども、当院は最初に研修医が

行って、自分なりに問診をして診察して、こう

いう疾患ですよと、まず研修医同士で行くんで

す。その後で、指導医が行って検証して、最終

的にディスカスするという。一緒に行くと、ど

うしても指導医が進んでいきますので、研修医

が考える時間がないわけです。そういうシステ

ムなど非常にいいと。いろんな救急外来も来ま

すので、非常にポジティブな意見をもらってい

ます。

じゃあ、何で来ないんだという話になると思

いますけれども、一つはやっぱり遠いというの

が、まだあります。１時間になりましたけれど

も、宮崎あるいは清武からすると遠いというの

は、よく言われます。

もう一つは、日南には、地域医療科のドクタ

ー、指導医の先生が常駐していると思いますけ

れども、延岡の病院にはいないので、ルートが

ない、先輩がいないというのが一つあるんだろ

うと思います。

それで、吉村教授のほうにはいろいろお話を

してまして、指導医ごと下さいというお話をし

ているところです。そこのドクターが育ってく

れば、改善していくのかなと思っていますけれ

ども、現状は基幹型としては、こういう数字に

なっている。ただ、協力型としては、熊大、宮

大を中心に５名から10名ぐらいは常時いるとい

う状況にはなっています。

もう一つ、指導のレベルが違うのかというお

話がありましたので、お話ししますけれども、

、 、先ほど 宮崎病院の菊池院長が言われたように

当院は各診療科のやっているレベルというのは

差はないだろうと。ただ、今、内科といっても

臓器別になっているわけです。今は、腎臓とか

、 、呼吸器 いろいろ分かれてしまっていますので

、 、 、 、当院の場合は 内分泌 あるいは代謝 糖尿病

神経内科、そういうところが残念ながら、今は

欠けているわけです。当院で全ての内科の分野

をやるということはできないですので、ただ、

スタッフがいる臓器については、レベル以上は

やっていると考えています。

そういうところで ２年間の初期研修が終わっ、

た後は、大学の医局に返して、そこから来ても

らっていると。熊大、宮大を中心に初期研修医

のときに来て、スタッフとして帰ってくるとい

う先生は、少なくない数が当院にはいます。

延岡病院の場合は、熊大系だとい○井本委員

う話をよく聞きますよね。その指導医が熊大出

身の人が多いから来ないとか、あるいはそんな

ことが関係しているということでもないんです

か。

現状としては、宮大の○栁邊県立延岡病院長

先生が６割近くになって、熊大が4割弱で、あと

自治医大とフリーの先生が数名という構成に

なっていまして、大学がどうこうというのはな

いと思います。

診療科によって 小児科だったり 脳外科だっ、 、

たり、呼吸器内科だったり、循環器だったり、

そういうところは熊大から来てもらっていて、

研修医も熊大に入局して、そこから戻ってくる



- 11 -

平成29年９月21日(木)

と。ほかの診療科は、ほとんど宮崎大学ですの

で、宮崎大学の医局にお願いしている分につい

ては、継続して派遣していただいていると。休

診になっている科については、両方の大学にお

願いするわけですけれども、医局の人数がまだ

足りないということで、派遣には至っていない

診療科がありますけれども、後日、医局員の数

がふえれば送りましょうと、いずれも言っても

らってはいます。

資料１の自治医科大卒研修医の数○有岡委員

、 、 、ですが 例えば 29年度１名ということですが

これはふやしていける見込みが何かあるのかど

うか、そこをまずお尋ねしたいと思います。多

いときは４名とか３名とかいう時期もあるよう

、 。ですが これは実態としてはいかがでしょうか

自治医科の卒業生は、基本的○土持病院局長

には２名前後なんですけれども、大学でのいろ

んな事情があって１名になったり３名になった

りします。その数を基本、自治医の卒業生も、

以前は全て県立宮崎病院で受けていたんですけ

れども、大学でもいいよということになってお

りまして、数的には先ほど言いましたように、

こういう数字になろうかなというふうに思って

います。

こういう考え方の中で、看護のほ○有岡委員

うはＵＩターンで17名受験していただいて、合

格しているという実態があるんですが、宮崎出

、 、身の方にアプローチとか 研修医もそうですが

何かつながりを通じて、先輩、後輩を通じたり

でそういう努力をやっていらっしゃるのか、そ

こら辺はいかがなんでしょうか。

まず第一に難しいのは、医○阪本病院局次長

局の問題がございまして、なかなかやっぱりド

クターに関しては、その大層が大学医局に頼ら

ざるを得ないところもありまして。その中で、

今、委員がおっしゃったように、現在、現役で

おられるドクターの後輩に対しての働きかけと

いうのは、例えば、先ほどのバスツアーですと

かいろんな研修会とかに行っていただいて、学

生に対して話をしていただくということもやっ

ています。

それから、バスツアーでも、終わった後に懇

親会をやっていまして、そこに各病院の研修医

が来ていただいて、学生と話をするとか、そう

いったこともやっていただいているという努力

はしております。

少し飛躍した考え方ですが、例え○有岡委員

ば、やっぱりイメージというのがある中で、ぜ

ひふるさとに帰って来たいとかいう声があるの

が本当は理想なんですが、例えば、現状として

早期退職される先生方がいらっしゃる、自分で

開業されたり、県外の大きな病院に行かれる、

そういった実態もあると思うんです。

この先生たちが、今勤めている県立病院のい

いところをもっとしっかり伝えていただくよう

な努力が必要なのかなというふうには感じてい

るんです。やはり皆さん、仲間ですから、いろ

んな情報交換をする中で、宮崎が、今後、県病

院をつくる中で、いいよというような話をどん

どんしていただく中で、やっぱりそういう口コ

ミの人間関係のほうが伝わっていくような気が

するんです。ローカルな話ではあるんですが、

何かそういった目に見えない暗黙の努力という

んですか、何かそういうのがないと30名からの

医師の確保が、今後大変厳しいなと。

そういう意味では、一つの提案ですが、例え

ば、高校生ぐらいのころから、地元出身の、ど

こどこ出身の皆さん、ぜひ宮崎に帰ってきてく

ださいというようなアプローチを市町村と一緒

にやっていくとか、それぐらい思い切ったこと
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に早い段階から取り組まないと、厳しい数字な

のかなというふうに思うのですが。大変わらを

もつかむような話なんですが、そういったこと

をしないと、あと10年先の医師の確保っていう

のは、これは本当に厳しくなるなというふうに

思うので もう一遍プロジェクトチームをつくっ、

てでも、こういう医師確保の取り組みをすべき

じゃないかと思うんですが、いかがなんでしょ

うか。

今、委員がおっしゃったよう○土持病院局長

なことにつきまして、実は福祉保健部医療薬務

課のほうで、医師確保対策ということで、いわ

ゆる高校生からそういったいろんなガイダンス

を設けるとかという取り組みをしております。

、 、病院局としましては 来た研修生については

病院を挙げて、今、いろんな歓迎を、飲み方か

ら何から、病院を理解していただくためのいろ

んな努力をやっております。

あわせて大学のほうも、それぞれの医局が自

分のところに入ってもらいたいということで、

それぞれ努力をしております。

、 、 、ただ おっしゃったように 最初の研修医が

、県全体で想定をはるかに下回っておりますので

そこは病院局としても、やはり、やるべきこと

は 福祉保健部のほうと連携しながら おっしゃ、 、

られたようなことをしっかりとやっていきたい

と思っております。

現場が大事だと思いますので、ぜ○有岡委員

ひ、よろしくお願いいたします。

看護師のことについてお伺いした○丸山委員

いんですけれども、２ページの表の中の（４）

、 、の中で 採用予定者数が全体で65に対しまして

合格者90名というふうになっているんですが、

かなり合格者を出しても、ほかの病院とかに、

逃げるという表現がいいのかわかりませんけれ

、 、ども そういう状況が続いているのがあるから

多く合格者を出しているということでいいんで

。 。しょうか それをお伺いしたいと思っています

採用予定者数65程度として○阪本病院局次長

おります。これは、やはり逆に出していた数字

を下回るわけにはいきませんので、それぞれを

ちょっと少な目に出していると。大体90名の合

格というのは、実は想定どおりの数字でござい

ます。それぞれの枠ごとに、ちょっと少な目に

出しているというのはございます。

必要な数字を出しとるわけじゃな○井本委員

いんだね。

合格を90出しておりますけれ○土持病院局長

ども、辞退等がございますので、現時点で採用

予定が78で、毎年それくらいは見込んだ数字で

合格を出しているという状況でございます。

特に気になるのが、延岡は、10名○丸山委員

程度なのに22名合格しているもんですから、こ

こは地域枠ですね。それでもこういう倍ぐらい

をとらないと、充足しないということでとった

ということでよろしいんでしょうか。それと

も、10名程度じゃなくて、本当はもうちょっと

多く採用するのが決まっているから、このよう

な22名、倍もとっているのか、どうなんでしょ

うか。その辺をちょっとお伺いできればと思い

ます。

想定でやはり10名程度。最○阪本病院局次長

終的な地域枠は、それぞれの全体の３割程度、

３分の１ぐらいを想定して、ここ数年ずっと採

用をやっておりまして、トータルで、最終目標

として大体総人数の、日南、延岡、それぞれ３

割程度を目標としている。まだその途中という

ことで、10名程度としております。

それに対して、延岡はかなり地元の方がたく

さん受けていただきまして、43名の方に受験い
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ただきましたので、一応こちらのほうをふやし

ました。

最終的には一般枠のほうで、延岡に赴任地が

行く分は、減ることになろうかと思います。

今回、助産師をまた別枠みたいな○丸山委員

形で採用されていて、全体で計７名みたいなん

ですけれども。看護師でも、今でも助産師の免

許を持っていらっしゃるけれども、助産師の仕

事をされていない方も結構いらっしゃるという

ような情報も聞いているもんですから、今回助

産師として採用をされて、助産師の仕事を今後

していただく 養成していくということが決まっ、

ているというふうに認識していいのか、それを

含めて教えていただければありがたいかなと

思っています。

助産師につきまして、委員○阪本病院局次長

がおっしゃったとおり、今、現役のナースで、

資格は持っているんだけれども もう業務をやっ、

ていないという人が、ごく一部ですけれど、お

ります。

といいますのは、今まで助産師も、枠として

は看護師という資格で、給与上についても、資

格上も看護師ということで採用、業務をしてお

。 、 、りました その中で 助産師を持っている職員

ナースについては、産科であったり、そういっ

たところで業務をするということもございまし

た。

そういったこともありまして、ことしからは

しっかり助産師として採用区分も別に分けまし

て採用すると。給与面については、やはり今後

差を設けようと考えているんですけれども、そ

ういったことで、合計７名。

ただし、このうち６名は新卒者でございます

ので、来年２月に行われます試験で、何とか合

格をいただいて、助産師として入職いただくと

いうことを考えているところでございます。

西諸の場合には産科がなくなって○丸山委員

いる地域で、来年の７月にできる予定なんです

けれども、それでも助産師の確保がまだまだ足

りないと聞いているもんですから、県立病院の

ほうでしっかり養成していただいて、もし余裕

があればその方々も、派遣をしていただくよう

な形でも、ぜひ今後は体制をしっかりしていた

だくとありがたいかなと思っております。

関連がありますでしょうか。な○右松委員長

ければ、もう一つ残っている県立宮崎病院の再

整備の進捗状況について、御意見があればお願

いします。

順調に県病院も進んでいるという○日髙委員

ところなんでしょうけれども、やっぱり一番気

になるのが50億円を削減するというところなん

です。このコンストラクションマネジメントが

入ることによって25億円。これは、どう25億円

が削減されるのかなと疑問に思うんですけれど

も、よかったら教えていただけますか。

既に幾つかの提案をいただ○阪本病院局次長

いております。マーケットサウンディングにつ

いても、これはかなり効果を期待しているとこ

ろでございます。ただし、これは来年にならな

、 。いと ちょっとわからないところでございます

例えば１点、非常に具体的な提案をいただい

ているのが、各階層の階高をちょっと下げては

どうかという提案をいただいています。今の日

建の基本設計段階で、ある程度標準的な階高で

はあるんですけれども、若干少しそれぞれ下げ

てはどうかという提案をいただいていまして、

トータルで８層 今、診療棟は病棟を入れて─

７階、それから上を入れて８階建てを想定して

おりますけれども、これを若干ずつ下げるとト

ータルで、プラスＰＭの提案どおりいくと１メ
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ーターぐらい下がると。

素人的な考え方ですけれど、今は40メーター

の想定ですので、１メーターというと2.5％です

ので、316億の2.5％といいますと、それだけで

８億円変わってきます。これはメーターですの

で、これを立米に直すとどうなるのかは別問題

ですけれども、そういったもろもろの提案を今

いただいております。

それから、いろんな細かい仕様の見直しです

とか、機能を落とさない仕様の見直し等もやっ

ていって、これを積み上げますと何とか25億プ

ラス25億というのが可能ではないかなと考えて

いるところでございます。

今の話を聞きますと、単純に１メ○丸山委員

、 、ーター下がれば かなりボリュームも下がるし

多分耐震にもかなり軽くなる分、また高さが低

、 、くなる分 免震が大分変わってくると思うんで

その辺も細かくチェックして、設計を見直すと

いうことを並行してやられるということでよろ

しいんでしょうか。

おっしゃるとおりです。当○阪本病院局次長

然、もともとの設計をしています日建に関して

も、今おっしゃったとおり、全体の重量ですと

か荷重、それから耐震上の問題、そういったも

のを当然全体をクリアした上での今の基本設計

、 、になっておりますので それに各階層を大体七

八センチぐらい減らすらしいんですけれども、

それに耐え得るかということは、当然、今検証

をしてもらっている段階でございます。

細かいことで申しわけないんです○丸山委員

けれど、ＣＭの入札には二、三社応募してくる

だろうということで、実際何社応募されて、株

式会社プラスＰＭに決まったのかを具体的に教

えていただくとありがたいなと思います。

まず、前に御説明したとお○阪本病院局次長

り、大体想定どおり３社から、働きかけといい

ましょうか、いろんな問い合わせがございまし

た。

ただし、１社がこの中から最終には応募をさ

れませんでしたので、２社から応募がありまし

た。

また、この２社からいろんな資格を審査する

ための実績について、いろいろ問い合わせをい

たしました。その中で、やはり守秘義務なんか

があるので、これまで受注した業務の内容につ

いてはなかなか答えにくいということもありま

して、実は、最終的にはもう１社も辞退をされ

まして、このコンペに来たのはこの１社でござ

いました。

１社というのも、ほぼ随契みたい○丸山委員

な形なのかなと思いつつ、公募型プロポーザル

ですので、仕方ないといえば仕方ないところも

、 。あるんですが イメージがちょっと違ったなと

本当にほかに公募にのってくるところがなかっ

たのか、コンストラクションマネジメント協会

みたいなのがあるということも聞いていて、結

構何社か登録はされていますよということだっ

たと思うので、ちょっと意外だなという気がす

るので。その辺のこういうＰＲといいますか、

ぜひ公募してくださいねというのは、どれくら

い周知を徹底されたんでしょうか。

おっしゃるとおり、業者も○阪本病院局次長

たくさんございます。こういった、病院のこれ

だけの規模のＣＭ業務は、非常に数少ない業務

ですので、これは当然ながら全業者に知れ渡っ

ております。

ただし、やはりまずは、日建・コラムに関す

る業者というのは、まず第一に排除をしており

ますので、やはりその中でかなりの大手の設計

会社、ＣＭを担当する業者というのがまず、排
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除といいましょうか、対象外となっておりまし

た。

ですので、我々が全部を網羅した中で、想定

した３社からは、やはり想定どおり、働きかけ

、 。といいましょうか 問い合わせがございました

最終的に、今現在、受注している業務の状態

ですとか、先ほど申し上げた最終的な１社につ

いては、いろんな情報提示という段階で支障が

あるということで辞退がありまして、これは、

我々としても残念ながら想定外だったんですけ

れども、残ったのは１社であったと。

ただし、この１社に関しましては、きっちり

と審査をいたしまして、非常に優秀な業者でも

ありましたので、公募の末１社に、１分の１と

いうことではございましたけれども、決定した

ところでございます。

日建・コラムさんがかなり大手な○丸山委員

もんだから、なかなか物が言いづらいというこ

とがない会社と思っていいのかという確認と、

もし25億と50億近くの削減効果をお願いしてい

るんですが、それが出なかった場合のこの契約

とかは、何かペナルティーとかあるんでしょう

か。

ペナルティ○後藤病院局県立病院整備対策監

ーにつきましては、今回、設けておりません。

あくまでも想定で、50億を目標にするというこ

とを条件として公募をかけております。

ペナルティーはかけづらいのかも○丸山委員

しれませんけれども、我々は、50億近くを削減

できるということを含めて、この前の議案に対

してもゴーサイン出したつもりですので、その

結果が出なければ、何だったんだということも

、 、 、ありますし 逆に一番心配しているのは 今後

資材がさらに高騰していって、50億削減どころ

か逆にまたふえてしまうんじゃないかというこ

とも思っているものですから、しっかり削減で

きることは徹底的にやっていただくように。こ

れは、どうやって協議を進めていくのか、責任

分担が非常に曖昧といいますか、コンストラク

ションマネジメントを請け負ったところがしっ

かり提案できなかったで終わってしまったら、

。これまで議案を審議した意味が全くなくなると

責任をどっちがとるのかというのをしっかり

やっていただきたい。実質は、発注者である病

院局がしっかり責任を持って、削減できるんだ

と、させるんだという気持ちを持っていただく

ようお願いしたいと思っております。

それは、議会で表明したこと○土持病院局長

でございますので、しっかりと我々のほうで責

任を持ってマネジメントしていきたいというふ

うに考えています。

あと ５ページの全体的なスケジュ○丸山委員 、

ールの中にできれば加えていただきたいと考え

ていますのは、県外調査に行ったときに、同じ

井型でつくっている病院が、九十数％と非常に

高い稼働率でした。これはなぜかというと、地

域との連携をうまくやっているという話をして

いましたので、そこがうまく機能してほしいな

という思いがあります。多分今の連携が悪いも

んだから、稼働率も余り好ましくないし、いわ

ゆる高度急性期が、本来は90％近くないといけ

ないのが、今は四十数％しかないというのがあ

るんです。それを含めてどんどん順次改善して

いくんだよということを踏まえないといけない

と思っているものですから、開業前にそういっ

たことも、地域連携もしっかりやっていくんだ

よというようなタイムスケジュールなり、もし

くはどういう取り組みを今後やっていくんだと

いうのを、少しこの全体のスケジュールの中に

入れていただくと。箱物だけはこのタイムスケ
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ジュールでできるかもしれませんけれども、医

師のマンパワーを含めてどういった形に持って

いくのかという。2023年から開業の予定ですの

で、そこ辺までにマンパワーも含めてどういう

形なのかというのを、そういうタイムスケジュ

ールを含めてつくっていただくとありがたいの

かなと思っております。

確かに兵庫県立尼崎総合医○阪本病院局次長

療センターについて、90％を超える利用率とい

うのは、ちょっとショックを受けました。

ただ、現状が70超でございますので、やっぱ

り我々もこれを目指さなければならないと。既

に現在、もうそれに向けて、別業務であります

けれども、会社を入れまして、コンサルタント

を入れまして、かなり利用率が上がっていると

ころでございます。

それから、特に宮崎病院につきましては、菊

池院長を初めとして、地域医療連携、宮崎市郡

の開業医の先生方との連携というのを、非常に

今、力を入れてやっていただいているところで

すので。

尼崎医療センターも、建てかえ前はやってい

なかったというお話でした。建てかえを機に連

携をすることになって、非常に協力体制ができ

上がっているというお話を伺いましたので、や

はりこれはしっかり取り組んでいかなければな

らないなと考えているところでございます。

委員がおっしゃったよ○菊池県立宮崎病院長

うに、医療連携というのは非常に大事で、現在

のベッド稼働率をもっと高めるためには、医療

連携しかないということで、いろんなコンサル

会社のアドバイス等も受けまして、現実に市内

の医療機関と医療連携の勉強会をこの10月から

定期的に始めようと。ちょっと遅いんじゃない

かと言われそうなことなんですが、今まで全然

やっていなかったので、そういうことを、顔が

見える環境をつくっていこうと。

それと、みんなに、スタッフに言っているの

は、紹介を受けたら必ず100％逆紹介、もとに戻

すということを会議のたびに言って、そういう

小さいことを積み重ねながら、医療連携をさら

に進めていこうというふうに思っております。

よろしくお願いします。○丸山委員

ＣＭ業務の１というのが、今回の○有岡委員

平成31年２月までということで理解しているん

ですが、この１年７カ月の間に、例えばどの程

度のマーケットサウンディングで意見聴取をや

られて、それに職員なり担当者が入ってそうい

う情報を聞くのか、そして、その聞かれた情報

を我々にまた報告いただけるのか、その辺の流

れをお尋ねいたします。

マーケット○後藤病院局県立病院整備対策監

サウンディングにつきましては、現在検討中で

ありますので、詳しいことはお話しできないん

ですが、今年度中に、企業を限定してというこ

とはできませんので、一般的に公募をかけまし

て、施工業者の皆さんから御意見を伺う機会を

つくりたいと考えております。

その中で採用できるもの 例えばこういっ─

た工法ならもっと安くできますとか、こういっ

た工法が今はもっと主流ですよとか、そういっ

た内容をお聞きして 設計に反映させたいと思っ、

ております。

ただ、もう設計も進んでおりますので、その

リミットというのは、今年度いっぱいかなと考

えているところです。

その中身につきましては、こういったことで

採用できて安くなりましたよとかいう話は、ま

た来年度以降に御報告させていただければと

思っております。
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県病院を見させていただいたとき○有岡委員

に、やっぱり配管が傷んだり、そういった事態

が強かったもんですから、コスト下げをするこ

とによって、開院後のメンテナンスにコストが

かかってしまうと意味がないので、どういう内

容でコスト削減をしたというのは、報告いただ

きたいと思っています。ＣＭ業務の２、これが

２年半ほどあるということですから、これにつ

ながっていくために、最初の取り組みはしっか

りしていただけたらありがたいと思っています

し、また報告いただきたいということを申し上

げておきます。

ほかにありますでしょうか。○右松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他、何かありま○右松委員長

すでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいでしょうか。○右松委員長

それでは、以上をもって病院局を終了いたし

ます。

執行部の皆様、お疲れさまでした。ありがと

うございました。

暫時休憩いたします。

午前11時４分休憩

午前11時７分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

それでは、当委員会に付託されました議案等

につきまして、概要説明を求めます。

おはようございます。福○畑山福祉保健部長

祉保健部でございます。

まず初めに、今回の台風18号により被害に遭

われました皆様に、心からお見舞いを申し上げ

ます。

この台風による当部関連の主な被害状況につ

きまして、御報告申し上げます。

まず、福祉関連施設でございますけれども、

延岡市の介護老人保健施設螢邑苑や近隣の有料

老人ホーム、デイサービス事業所などで、床上

浸水等の被害がありましたほか、延岡市の認定

こども園や高千穂町の地域子育て支援拠点など

におきまして、設備の破損等の被害がありまし

た。

医療機関につきましては、延岡市の２件の民

間医療機関において、床上浸水の被害があった

との報告を受けております。

また、県有施設につきましても、４施設にお

いてフェンスの破損、雨漏りの被害がありまし

た。

いずれも人的な被害はありませんでしたが、

高齢者施設においては、電気、ガスの使用がで

きないことから、食事の調理や入浴について支

障が出ているとの報告を受けております。これ

につきましても、現在、配食サービスや隣接事

業所での調理対応等で対応していると伺ってお

ります。これらにつきましては、順次復旧作業

中と伺っているところでございます。

なお、水道関係につきましても、日向市や日

之影町、美郷町、新富町で配水管の破損などに

より断水となりましたが、19日には全て復旧し

ております。

被災した施設につきましては、県、関係団体

等におきまして、早期復旧に向けて鋭意取り組

んでいるところであります。

次に、お礼を申し上げます。

先月29日に、宮崎市民文化ホールで開催しま

した第42回宮崎県さんさんクラブ大会には、横

田副議長、右松委員長を初め、委員の方々に御

臨席をいただき、まことにありがとうございま

した。
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おかげをもちまして、当日は約1,000名の老人

クラブ関係者に御参加いただき、盛況のうちに

無事終えることができました。この場をおかり

して、厚くお礼を申し上げます。

それでは、当委員会に御審議をお願いしてお

ります議案等につきまして、概要を御説明申し

上げます。

まず、議案についてであります。

お手元の平成29年９月定例県議会提出議案の

表紙をめくっていただきまして、目次をごらん

ください。

福祉保健部関係の議案は 議案第１号 平成29、 「

年度宮崎県一般会計補正予算（第２号 」の１件）

であります。

当部の補正予算の概要について、簡単に御説

明をさせていただきます。

別冊になりますが、お手元の平成29年度９月

補正歳出予算説明資料の福祉保健部のインデッ

、 。クス ページでいいますと７ページにあります

７ページの補正額の欄の上から２番目でござ

いますが 福祉保健部では 一般会計で４億8,558、 、

万3,000円の増額補正をお願いしております。

主な内容といたしましては、保育士等の処遇

改善を図るため、処遇改善の要件となる研修や

制度に関する講習会を実施するための新規事業

や、保育士、幼稚園教諭及び児童養護施設職員

等の処遇改善の加算の創設等に伴い、必要とな

る運営費などを支援するための経費等をお願い

するものであります。

この結果、福祉保健部の一般会計予算額は、

右から３番目の補正後の額の欄の上から２番目

のところですけれども、1,099億4,678万9,000円

となっております。

、各課の補正予算の詳しい内容につきましては

この後、各担当課長から説明いたしますので、

よろしく御審議いただきますようお願い申し上

げます。

次に、報告事項についてであります。

別冊になりますけれども、お手元の平成29年

９月定例県議会提出報告書のうち、下に括弧書

きで（県が出資している法人等の経営状況につ

いて）と記載のある報告書をごらんください。

表紙をめくっていただきまして、一覧表をご

らんください。

報告いたしますのは、地方自治法に基づいて

報告する法人及び宮崎県の出資法人等への関与

事項を定める条例に基づいて報告する法人であ

ります。

福祉保健部関係では、地方自治法に基づく報

告は、一覧表の上から３番目の公立大学法人宮

崎県立看護大学、それから１つ飛んで、公益財

。団法人宮崎県移植推進財団の２法人であります

また、中ほどに記載のある宮崎県の出資法人

等への関与事項を定める条例第４条第３項であ

、 、りますが その下のほうでございますけれども

上から３番目の公益財団法人宮崎県生活衛生営

業指導センター、その下の公益財団法人宮崎県

移植推進財団、さらにその下の公益財団法人宮

崎県健康づくり協会、それから、一覧表の一番

下から２番目の社会福祉法人宮崎県社会福祉事

業団の４法人であります。

これらの詳細につきましては、それぞれ関係

課長が説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。

続きまして、その他報告事項についてであり

ます。

お手数ですが、別冊の厚生常任委員会資料の

表紙をめくっていただきまして、目次をごらん

ください。

目次の中ほどのその他報告事項に記載してお



- 19 -

平成29年９月21日(木)

、ります国保事業費納付金等の試算結果について

それから、宮崎県国民健康保険運営方針の検討

状況について、国民文化祭及び全国障害者芸術

、 、・文化祭開催準備の進捗状況について そして

宮崎県糖尿病発症予防・糖尿病性腎症重症化予

（ ） 、防指針 第１期 についての４件につきまして

これにつきましても担当課長が御説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。

私からは以上であります。

部長の概要説明が終了いたしま○右松委員長

した。

次に、議案に関する説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

国民健康保険課の補○成合国民健康保険課長

正予算案を御説明いたします。

まず、歳出予算の説明資料の９ページ、国民

健康保険課のインデックスのところをお願いい

たします。

補正額は、補正額の欄にありますとおり72

万5,000円の増額です。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄になりますけれども、319億4,808万円とな

ります。

めくっていただいて、11ページをお願いしま

す。

(事項)国民健康保険助成費の国民健康保険制

度改革推進事業の増額補正となっておりますけ

れども、事業内容につきましては、お手数です

けれども、お手元の厚生常任委員会資料のほう

で御説明させていただきます。

厚生常任委員会資料の１ページをお願いしま

す。

この事業は、平成30年度からの国保の制度改

革に係るものでございまして、１の目的・背景

にありますとおり、国保保険者標準事務処理シ

ステムを整備・改修することによりまして、制

度の円滑な移行を図るものでございます。

２の事業概要ですが、制度改革にともない、

財政運営の責任主体となる県が、国保事業費納

付金を市町村ごとに算定する必要がございまし

て、その算定に向けたシステムの改修を行いま

す。

、 、また 県も国保の保険者となりますことから

国保連合会が保有します国保被保険者の情報を

閲覧するため、同連合会とのシステムの接続作

業を行うものでございます。

３の事業費ですが、補正額は72万5,000円で、

財源は全額国費となっております。

国保からは以上でございます。

衛生管理課分について御○樋口衛生管理課長

説明いたします。

お手元の平成29年度９月補正歳出予算説明資

料の衛生管理課のところ、13ページをお開きく

ださい。

衛生管理課の補正予算額は、左から２列目の

補正額の欄にありますとおり、270万9,000円の

増額補正でございます。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にありますとおり16億7,674

万2,000円となります。

それでは、事業内容を御説明いたします。

厚生常任委員会資料の２ページをお開きくだ

さい。

改善事業「食鳥肉における微生物汚染低減策

の有効性実証事業」でございます。

１の目的・背景ですが、鶏の生食が全国的な

ブームとして広がりを見せる中、カンピロバク

ターを代表とする食中毒の発生が後を絶たない

状況となっております。
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このため、国は自治体に対し、製造施設での

実現可能な新たな手法による微生物汚染低減策

の検討事業を募集し、食鳥肉における食中毒の

リスク低減を図ることといたしました。本事業

は、国の事業を受託し実施するものでございま

す。

２の事業概要でございますが、食品衛生法で

承認されています殺菌料の一つである強酸性次

亜塩素酸水について、宮崎大学と連携して、カ

ンピロバクターを初めとする食中毒菌に対する

有効性を検証することとしております。

具体的には （１）の食鳥処理工程における汚、

染状況調査において、食肉衛生検査所が大規模

食鳥処理場から検体を買い上げ、処理工程にお

。ける微生物による汚染状況を確認するものです

次に （２）の強酸性次亜塩素酸水の微生物汚、

染低減試験は、大規模食鳥処理場で処理される

ブロイラー等を用い、強酸性次亜塩素酸水によ

る微生物汚染の低減効果を実証いたします。

３の事業費でございますが、270万9,000円は

全て国庫支出金でございます。

４の事業効果ですが、強酸性次亜塩素酸水に

よる微生物汚染低減策を実証することで、カン

ピロバクターを初めとする食鳥肉による食中毒

汚染防止策の確立につなげることができると考

えております。

以上でございます。

こども政策課分につい○髙畑こども政策課長

て御説明いたします。

平成29年度９月補正歳出予算説明資料のこど

も政策課のところ、17ページでございます。

今回、左側の補正額の欄のとおり３億9,735万

円の増額補正をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額の欄にあるとおり165億9,678

万4,000円となります。

19ページをお願いいたします。

まず、(事項)施設職員対策費594万2,000円の

増額補正についてであります。

これは、説明欄の新規事業「保育士等キャリ

」 、アアップ研修事業 によるものでございますが

内容につきましては、後ほど厚生常任委員会資

料で御説明いたします。

次に、(事項)少子化対策環境づくり推進事業

費4,394万8,000円の減額補正についてでありま

す。

これは、説明欄の認定こども園施設整備交付

金によるものでありますが、幼児教育と保育を

一体的に提供する認定こども園等の施設整備費

の一部を補助するものでございます。

この交付金は、文部科学省所管となりますけ

れども、今年度は見込みを上回る施設整備の要

望が全国から上がってきたために、各県に対し

て満額の補助金交付が難しい状況となっており

ました。

このため、国においては平成28年度で事業を

終了いたしました文部科学省所管の安心こども

基金の残額がある県については、その基金を活

用した施設整備を認めるとの方針が示されたと

ころでございます。

これを受けまして、認定こども園施設整備交

付金として、当初予算で計上しておりました施

設のうち、安心こども基金を活用して整備する

ものにつきまして、その整備費を基金事業に財

源更正を行うため、減額をするものでございま

す。

次に、(事項)教育・保育給付費３億8,330

万8,000円の増額補正についてであります。

これは、説明欄の施設型給付費及び地域型保

育給付費によるものでございますが、内容につ
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きましては、後ほど厚生常任委員会資料で御説

明をいたします。

次に、(事項)子育て支援対策臨時特例基

金4,394万8,000円の増額補正についてでありま

す。

これは、次の20ページになりますが、説明欄

の安心こども基金事業費の認定こども園整備事

業によるものでございます。

この事業は、安心こども基金を活用した認定

こども園等の施設整備費の一部を補助するもの

でございますけれども、先ほど御説明いたしま

した認定こども園施設整備交付金のうち、この

基金を活用する施設整備費の財源更正を行うた

め、同じ額を増額補正するものでございます。

次に、(事項)教育支援体制整備事業費810万円

の増額補正についてであります。

これは、説明欄の新規事業「幼稚園業務ＩＣ

Ｔ化支援事業」によるものでございますけれど

も、内容につきましては、後ほど厚生常任委員

会資料で御説明をいたします。

歳出予算説明資料での説明は以上でございま

す。

続きまして、お手元の厚生常任委員会資料で

御説明申し上げますので、３ページをお願いい

たします。

まず、新規事業「保育士等キャリアアップ研

修事業」についてであります。

１の目的・背景でございますが、近年の保育

士の不足や保育所等に対するニーズが多様化し

ている中で、安定した保育人材の確保等を図る

ため、国においては一定の経験を持つ保育士等

を対象に 職位や職務内容に応じたキャリアアッ、

プ研修の実施と、その研修を受講した保育士等

に対しまして、給与等の処遇改善を行うことと

しております。

このため、保育士等のキャリアパスを見据え

た研修を実施しまして、保育士等のさらなる処

遇改善を図るものでございます。

ここで、４ページをお開きいただきたいと思

います。

保育士等に関するキャリアアップ・処遇改善

のイメージという資料がございますけれども、

これに基づきまして研修事業の概要を御説明い

たします。

図の中ほど、右側の図にありますように、保

育所、認定こども園等の保育士等のうち、経験

年数がおおむね７年以上の者を副主任保育士あ

るいは専門リーダーとして発令し、左側の囲み

にございます研修分野のうち、４分野を受講す

ることで月額４万円の処遇改善を行うものでご

ざいます。

また、同様に、経験年数がおおむね３年以上

、の者を職務分野別リーダーとして発令しまして

担当する職務の１分野を受講することで、月

額5,000円の処遇改善を行うこととなります。

このほか、その下段にございますように、教

育・保育のさらなる質の向上の一環として、保

育所等の全職員に対して２％ 月額6,000円程─

度でございますが の処遇改善を行うことと─

しております。

なお、図の一番下の囲みに、施設型給付、地

域型保育給付についての記載がございますが、

この給付は平成27年度の子ども・子育て支援新

制度の施行に伴い創設されました保育所や認定

こども園等に対する財政支援でありまして、今

回の保育士等の処遇改善に係る費用につきまし

ては、この給付の中で所要額を支給することと

なります。

恐れ入りますが、もう一度３ページにお戻り

いただきたいと思います。
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２の事業概要でございます。

、今回の保育士等の処遇改善に当たりましては

今年度につきましては、研修要件が課されてお

りませんが、30年度以降は研修受講がその要件

となるということから （１）の③の下の括弧書、

きにありますとおり、今年度は30年度からの本

格的な実施に向けて、研修分野を限定して実施

することとしております。

このため、①から③にございますように、研

修分野を１分野として、１回当たり３日間の研

修を計５回実施し、受講予定者数は700人程度を

予定しているところでございます。

また （２）の「保育士等処遇改善導入円滑化、

事業」でございますが、この事業は、各施設に

、おける処遇改善の円滑な施行を支援するために

制度の周知や広報、講習会の開催、処遇改善に

係る申請書等の審査などを行うものでございま

す。

事業費としましては、３にございますよう

に594万2,000円を予定しておるところでござい

ます。

４の事業効果でございますが、本研修の実施

によりまして、保育士等の専門性及び質の向上

が図られるとともに、職場に定着しやすい環境

整備や離職した保育士等の職場復帰など、保育

士等の安定的な確保につながると考えておりま

す。

次に、５ページの教育・保育給付費について

でございます。

まず、１の目的・背景ですが、ただいま御説

明いたしました保育士等の処遇改善などに係る

経費を増額することにより、児童福祉の向上及

び就学前教育の充実を図るものでございます。

２の事業概要ですが、実施主体は市町村とな

ります。

（２）の支給方法ですが、保育所や認定こど

も園等を利用する子供の教育・保育のために、

施設の人件費や運営費等の財政的支援を行う施

設型給付及び地域型保育給付に、保育士等の処

遇改善に係る加算分を増額し、国２分の１、県

４分の１、市町村４分の１を基本として給付を

いたします。

、 、３の対象施設でございますが 施設型給付は

保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育給

付は 事業所内保育や利用する子供が６人から19、

人の小規模保育などが対象となります。

補正額は （４）にございますように、施設型、

給付で３億6,928万円、地域型保育給付で1,402

万8,000円を予定しております。

３の事業費につきましては、ただいま申し上

げました２つの給付で、合わせて３億8,330

万8,000円を増額することとなり、98億9,833万

円となります。

４の事業効果でございますが、保育士等の処

遇改善加算に係る経費を給付することによりま

して、人材の確保とともに施設運営の財政基盤

の安定化、利用児童の教育・保育の質の向上が

図られると考えております。

次に、６ページ、新規事業「幼稚園業務ＩＣ

Ｔ化支援事業」についてでございます。

１の目的・背景ですが、幼稚園業務が非常に

多岐にわたっておりまして、幼稚園教諭の負担

が増加しているということから、業務改善のた

めのＩＣＴ化を支援することによりまして、負

担軽減を図るとともに、幼稚園教諭が働きやす

い環境を整備するものでございます。

２の事業概要ですが、業務改善のためのＩＣ

Ｔ化支援システムの導入に係る費用を助成する

ものでございまして、例えば、例としましてＩ

Ｃカード導入による園児の登園や帰る際の自動
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管理システム、または災害時の緊急連絡等を保

護者にメールで配信するシステムなどが想定さ

れております。

（ ） 、１ 対象施設は幼稚園となりますけれども

平成29年度に幼稚園から幼保連携型認定こども

園に移行した施設も含まれることとなっており

ます。

（２）の事業者は市町村及び学校法人でござ

いまして （３）の補助率は、国４分の３、事業、

者４分の１となっております。

助成額は （４）にありますように、１施設当、

たり72万円を基準としております。

３の事業費は、15施設分として810万円を予定

しておるところでございます。

４の事業効果ですが、業務のＩＣＴ化を支援

することで、幼稚園教諭の負担軽減や事務の合

理化が図られるなど、職場環境の整備が促進さ

れるとともに、安定的な人材確保につながるも

のと考えております。

こども政策課からは以上でございます。

こども家庭課分につい○松原こども家庭課長

て御説明をいたします。

平成29年度９月補正歳出予算説明資料の21ペ

ージをお開きください。

補正予算額は、左の補正額欄にございますと

おり8,479万9,000円の増額補正でございます。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額欄にございますとおり、一般会計

が54億1,034万2,000円となり、特別会計も含め

ますと、57億6,762万6,000円となります。

23ページをお開きください。

今回の補正は、(事項)児童措置費等対策

費8,479万9,000円の増額補正でございます。

これは、説明欄１の児童福祉施設等指導費106

万1,000円と、２の児童入所施設等措置費8,373

万8,000円によるものでございますが、内容につ

きましては、厚生常任委員会資料のほうで御説

明をさせていただきます。

厚生常任委員会資料の７ページをお開きくだ

さい。

児童福祉施設等指導費でございます。

１の目的・背景に記載しておりますとおり、

今回、民間児童養護施設等における業務の困難

さに応えることを目的とした職員の処遇改善が

図られることに伴いまして、各施設における処

遇改善計画の策定支援等を行うことにより、そ

の円滑な導入を図るものでございます。

補正の内容といたしましては、２の事業概要

の（３）にございますとおり、処遇改善支援員

１名の賃金とその配置に要する経費、また、こ

の処遇改善支援員が中心となり、対象施設に対

する処遇改善事業の周知や制度運営業務に取り

組み、円滑な運営を図るため、説明会の開催等

に要する経費などについて増額補正を行うもの

でございます。

３の事業費は106万1,000円で、財源は全額が

国庫支出金となっております。

４の事業効果といたしましては、この処遇改

善事業の円滑な実施に取り組むことで、対象施

設の人材確保と育成につながるものと考えてお

ります。

次に、８ページをお開きください。

児童入所施設等措置費でございます。

１の目的・背景でございますが、児童福祉施

設の運営に要する従来の経費に加えまして、先

ほど御説明いたしました今年度から実施される

民間児童養護施設職員等に対する処遇改善など

に必要となる経費を支弁することで、施設等の

適正な運営や入所児童に対する処遇の向上を図

るものでございます。
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補正の内容といたしましては、２の事業概要

の（３）にございますとおり、児童指導員等の

業務の困難さを評価するとともに、研修の受講

実績や職務を統括する事業内容等を評価した処

遇改善のための経費、また、人事院勧告の内容

に準じて実施される処遇改善のための経費につ

いて増額を行うものでございます。

なお、業務の困難性、また研修受講実績、職

務分野別の業務内容等を評価した処遇改善のイ

メージ図を次の９ページのほうに掲げておりま

す。

次に、３の事業費につきましては、8,373

万8,000円で、国及び県で２分の１ずつを負担す

るものでございます。

４の事業効果ですが、施設職員の待遇の改善

によりまして、人材の確保や育成の支援が可能

となり、入所児童等に対する処遇の向上が図ら

れるものと考えております。

説明は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○右松委員長

た。

議案についての質疑をお願いします。

食鳥肉の食中毒の発生が後を絶た○井本委員

ないというけれど、宮崎県でも多いの。

全国的に見ると、食中毒○樋口衛生管理課長

。の約３割はカンピロバクターと言われています

一般的にノロウイルスも約３割でございますか

ら、６割はカンピロとノロで。全国で約300件と

いうことで、毎年推移しています。

宮崎の場合は、年度によってはゼロのときも

ありますけれど、一昨年は４件、昨年は２件と

か、そういった状況でございます。

鳥肉を生で食べるというのは、宮○丸山委員

崎の文化だというように認識していて、それが

全国で広がっているんですが、これは、宮崎の

鳥肉関係に大きな影響も与える可能性もあるよ

うな気がしていて、強酸の次亜塩素酸でするこ

、 。とによって 風味とかはどんなふうになるのか

それも、ただ単に食中毒にかからないために、

それを駆除するだけの話なのか。今後の宮崎の

食文化に対してもちょっと影響があるんじゃな

いかというのも含めて、どういう形で進めてい

くのか、どんなことをやるのか、具体的に教え

ていただくとありがたいかなと思っているんで

すけれども。

この事業は、一昨年から○樋口衛生管理課長

国がカンピロバクター等の食鳥肉による食中毒

汚染低減ということで、全国に公募して、昨年

は４件で、宮崎県も応募しました。昨年は、国

の要望もあって、昨年承認された、外国では実

績のある酸性化亜塩素酸ナトリウム、これを実

験しましたけれど、国内で初めての実験という

こともあって、殺菌料を調製する際に刺激性の

ガスが発生する。それと、殺菌効果はあったも

のの、食鳥肉屠体自体が変色を起こしてしまっ

たということで、非常に課題が残るということ

がございました。

今年度も、宮崎県を含めて３県が一応手を挙

、 、げているわけなんですけれど 宮崎県の場合は

昨年使用した薬剤を継続してということもあっ

たんですけれど、国も、ちょっと問題があるん

じゃないかということで、今度新たに強酸性の

殺菌料 これは、平成14年に認可された殺菌─

料でございまして、現在、野菜の殺菌とかそう

いったものに使っておりますが、刺激性のガス

とか、そういった問題がないと考えまして、今

回これを使用するとなったわけです。

食鳥肉における今の衛生管理体制といいます

、 、のは いわゆる次亜塩素酸ナトリウムといって

水道殺菌に使っているものを100ppm前後で消毒
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しているわけなんです。どうしても屠体表面の

─殺菌はできるんですけれど、あとの羽包部

羽軸が抜けた跡で、穴があいている、いわゆる

鳥肌というところがあるんですけれど、そこの

部分が低温で収縮してしまいますと、そこに菌

が残ってしまうというのがあるので、その部分

も含めて今回殺菌できないかということで考え

ています。

よくわからないんですけれども、○丸山委員

宮崎の食文化に影響がどんなふうにあるのか。

食中毒を出さないようにというのは、基本中の

基本だと思うんですが、宮崎の食文化は大丈夫

、 。 、なのか ちょっと心配なもんですから これは

普通にちゃんと処理すれば、今でも食中毒が出

ないということなのか、病原体を持っている鳥

が多いから、それをゼロにするために何かやっ

ているのか。ちょっとイメージが湧かないもの

で、宮崎の食文化に影響がないのかというのを

まずお伺いできればなと思っているんですけれ

ども。

ちょっと話が長くなると○樋口衛生管理課長

思うんですけれど。まず、鳥肉に関しては、ひ

よこのころといいますのはカンピロバクターを

ほとんど保有していないんですけれど、農場に

おいて、いろんな昆虫とかの影響で、いわゆる

腸管内にカンピロバクターという細菌が入って

しまいます。これを除去するということは、全

国的に無理と言われています。

ただ、これをどうすれば低減できるかという

のを国が今やっているということで、食文化の

話がございましたけれど、もともと南九州の食

文化でありますけれど、今や全国的に見ても、

大都市のほうが、消費というか、そういった販

売、そして提供が多くなっています。

今回の事例も、南九州の文化じゃなくて、全

国的な問題で、大きい消費地の自治体からの要

望があって。例えば牛肉に関しては規制をかけ

ています。豚に関しても、規格基準で生食はだ

めですよということになっておりますけれど、

鳥肉に関しては、規格基準というか、そういっ

た規制がございません。

ただ、生食とか、例えば火を十分に通さない

と、食中毒になる可能性がありますので、その

前段で汚染を低減できれば、その患者数が減っ

、 。てくるということで 今回国がやっております

だから、南九州というか、全国的な考え方で

やっているということです。

課長○日高福祉保健部次長（保健･医療担当）

は専門家、獣医さんなものですから、もう少し

わかりやすく御説明しますと、基本的に腸管内

にカンピロバクターはいると。鳥を殺してぶら

下げて、処理をしていくんですけれども、羽根

を取ってそれから処理をするときに、羽根をむ

しった後の毛穴に菌がどうしても残る。ですの

で、屠体、鳥そのものを強酸性次亜塩素酸水に

。 、ぽちゃってつけるんです しばらくの間つけて

それで菌を殺して生肉として食べても大丈夫な

ようにしたいと。

委員が御心配のように、強酸性次亜塩素酸水

は、先ほど課長が説明しましたように、昨年用

いたもののように、人体に有毒なガスの発生も

ありませんし、食べる際においても特に大きな

問題は生じないということで、今回、このよう

な実証実験を行っているところであります。

何となくわかりました。○丸山委員

それで、今後、この実験にオーケーが出るの

か、それともまた別な提案があるのか。今後、

実際に食鳥現場に普及していくのはいつぐらい

から始まっていくのかというのと、恐らくユッ

ケの問題も、あれは、流通、加工するところが
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ちょっと手を抜いたりとか、古いやつを使った

りとか 食べる直前の調理人の方が間違って使っ、

てしまうと、そういう病気、食中毒が発生する

ことがあるものですから、その辺のリンクとい

うのはどういうふうに理解すればよろしいんで

しょうか。

丸山委員がおっしゃった○樋口衛生管理課長

のは、本当にそのとおりでございまして。宮崎

県においても、こういった食鳥肉の取り扱い、

いわゆる基本が汚染されているか、途中で汚染

されているかという問題がありますので、いわ

、ゆる農場から食卓までの衛生管理ということで

目標基準というのを県は定めて それにのっとっ、

て、生食を認めているわけではございませんけ

れど、いかに低減するかを県がやっています。

さっきの殺菌料の話なんですけれど、これに

つきましては、実験的に結果が仮に実証できた

としても、実用化できるかどうかという問題が

また出てくるということで、非常にそこら辺が

なかなか難しくて。もし実用化可能であれば、

国が認めてそういったものを全国的に通知を出

すということですけれど、なかなかそこまで至

らないということと、あと、コストの面もござ

いまして、次亜塩素酸ナトリウム、今使ってい

るものは非常に安くて効果があるということが

ございます。

今の次亜塩素酸とかの話の中で、○西村委員

先ほどちょっと丸山議員も出たんですけれど、

ユッケの問題であったり、あとはレバーですよ

ね、非常に国民の中でもう一度生レバーが食べ

れないかというあれがあるんですが、これは、

宮崎大学とかと共同して、宮崎県で独自に研究

するということは、この実証事業の延長線上で

可能ではないんでしょうか。

今のお答えとしては、国○樋口衛生管理課長

が規制をかけています。そして、例えばユッケ

の問題としては、ある製造基準とかそういった

ものをクリアできれば提供はできるんですけれ

ど、それが非常に難しいということが１点。

そしてもう一つは、胆汁内にカンピロがいる

とか細菌がいるということがございまして、肝

臓については国が認めないという方向でござい

ますので、こういった実証事業とはちょっと関

、 、連がないということで もう国が認めなければ

規格基準改正ということはなかなか難しいとい

う状況でございます。

ありがとうございます。○西村委員

どうぞ。ほかにありましたら、○右松委員長

お願いします。

歳出予算資料の１ページの国保関○丸山委員

係なんですけれども、補正で72万ぐらいついて

るんですが。当初も180万ぐらいついてるんです

が 何が違うのか 本来 一番当初から必要だっ、 。 、

た予算じゃなかったのか その辺が もしこの72、 、

万程度がつかなければどうなったのかというこ

とを含めて、ちょっと教えていただくとありが

たいかなと思っています。

おっしゃるとおり、○成合国民健康保険課長

きちんと当初予算で措置すべきだったんですけ

れども、全額国費ということで、国のそういう

方針が遅かったと。県のほうに措置があったの

が５月ぐらいでしたので。

ただ、おっしゃるとおり、もう納付金算定が

始まりますので、この９月補正の時期にお願い

したということでございます。

国の考え方が、走りながら考える○丸山委員

というか、予算が遅かったというのは、早目早

目に情報提供なり予算化をしていただかないと

困るというのを、もう一回改めて国のほうに、

厚生労働省のほうに伝えていただきたいと思っ
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ていますので、よろしくお願いいたします。

児童福祉施設等指導費のこども家○西村委員

庭課の件で、先ほど処遇改善支援員の配置の説

明をいただいたんですけれども、具体的にこの

１名の配置ということで、どういった方が処遇

改善支援員になるのか。また、この支援員にな

られる方の資格等とかというものはどういうも

のがあって、具体的にどういうことをすること

によって処遇改善を支援できるのかを教えてい

ただきたいのですが。

この処遇改善事業の実○松原こども家庭課長

施に伴って必要となってくる業務内容といたし

まして、もともとの処遇改善に関する制度の説

明でございますとか、施設からの相談に対する

。 、 、対応 また 処遇改善をするに当たりましては

実施計画を策定した上で、それに伴って申請書

、 、類等を出してくるので そういった書類の審査

、整理というのを担当職員が行うんですけれども

処遇改善指導員については、その職員の業務の

補助的な意味合いで任用を行いたいと考えてい

るものでございます。

職員の処遇改善を図らなければい○西村委員

けないということで、どなたかの職員がその処

、 、遇改善をやるために対応して そのサポートで

事務サポートみたいな感じで人を入れるという

イメージなんですか、それが支援員という方な

んですか。

おっしゃるとおりで、○松原こども家庭課長

そういう事業に係る事務処理業務の補助的な位

置づけで任用を行うというふうに考えておりま

す。

、 、○西村委員 それは 従来の職員さんでいえば

臨時職員さんとか、期限つき職員さんとかとの

違いというものは何かあるんでしょうか。

今回の任用は、県の臨○松原こども家庭課長

時的任用職員、いわゆる22条職員と同じ位置づ

けでの任用というふうに考えております。

予算的に100万ぐらいなもんですか○丸山委員

ら、これは、どこかの施設に１人、臨時的な形

で入れるのか。先ほど、説明会をやられるとい

うことだったもんですから、県の福祉事務所等

に配置して、その補助をするというイメージな

のか、どっちになるんでしょうか。

配置は、こども家庭課○松原こども家庭課長

のほうに１名配置をいたしまして、施設からの

相談とか、そういった業務処理の補助に従事し

ていただくことを考えております。

給与を100万程度しか見てないんで○丸山委員

すけれども、半年分とかそういうことなのか。

恐らく処遇改善説明会をどれぐらい開くかです

が、そのことの業務だけというのがなかなか、

役割分担が難しいような気がするんですけれど

も、どのような形で職員の仕事のやりとりをす

る予定にしているんでしょうか。

まず、任用期間につい○松原こども家庭課長

ては、５カ月間分を想定しておりまして、その

分の賃金等を計上いたしております。

先ほども申しましたように、この処遇改善に

係る経費について、従来の施設運営措置費に上

、乗せされるような形になって交付されますので

当課の措置費の支給事務に係る職員とともに、

新たに導入される処遇改善事業の施設への周知

であるとか手続への指導、上がってきた書類の

審査等を職員とともに行うという形を想定して

おります。

ちょっと細かいことですが、５カ○丸山委員

月しかないとなると、なかなか応募する人も少

ないんじゃないかと。普通、臨時職員は８カ月

とかというふうに決まっているはずなんですけ

れど、それで本当に人が来るんでしょうか。
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補正予算を認定いただ○松原こども家庭課長

きまして、一応11月を目途にこの事業に着手を

したいというふうに考えておりまして、当面５

カ月という形で考えております。

ただ、処遇改善事業につきましては、次年度

以降も継続をするものと見ておりますので、次

年度分についてはまた当初の予算でということ

で検討をしておるところでございます。

よろしいですか。○右松委員長

あと５分ですが、恐らく質疑応答で12時を超

えると思いますので、ここで一旦休憩をさせて

いただきたいと思います。

午後１時再開ということで、暫時休憩いたし

ます。

午前11時55分休憩

午後１時０分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

本日の午後からの委員会に、１名の傍聴の申

し出がありましたので、これを認めることとい

たしました。

〔傍聴人入室〕

傍聴される方にお願いいたしま○右松委員長

す。傍聴人は、当委員会の審査を円滑に進める

ため、静かに傍聴してください。また、傍聴に

関する指示には速やかに従っていただきますよ

うお願いいたします。

それでは、質疑を再開いたします。

幼稚園業務のＩＣＴ化で、他県で○西村委員

はよく聞いたんですけれど、例えば、先進的な

幼稚園で、既にこういうカードを導入していた

り、保護者メールをしていたり、本県でも先行

してやっていて、そのときは自腹でやって、こ

の後にこういう補助事業が出るということがあ

るかもしれないんですけれど、県内の状況はど

うなんでしょうか。

、○髙畑こども政策課長 委員が御指摘のように

、 、県内の保育所 認定こども園等におきましても

特に登園時と帰る際のＩＣカードタッチ方式に

よる入退園の自動管理システム、そういったも

のを使って自動管理して、それで、例えば一時

預かりとか延長保育とか、かなり複雑な計算な

んですけれども それによって自動的にそういっ、

た計算ができるといったことを、幾つかの園は

既に導入してございます。

あと、参考までに、27年、28年度で、保育所

部分につきましては、既に同じような事業が制

度化されておりまして、県内でも223施設で、保

育所等につきましては終わっておりますので、

今回、幼稚園部分について施設の整備が行われ

るというところでございます。

この手の事業にはよくある、今回○西村委員

も国のお金ですからとやかくは言えないんです

けれど、先行して努力してやったところがばか

を見るというか、そういう事業が時々あります

よね。それに対しても、先進的にやったところ

にも何かしらのメリットがあってもいいのかな

。 、と この事業はもう導入されているわけですが

何かしらそういうところがないと、いい意味の

競争というものが生まれていかないのかなとい

う気がしますので、ぜひ、こども政策課の皆様

方に気にとめていただきますようにお願いした

いと思います。

保育士等キャリアアップ研修事業○丸山委員

についてなんですが、この４ページの、一番左

に研修分野が８ぐらいついていて、今回は障が

い児保育という研修になっていると思うんです

けれども。来年度以降はどんどんこの研修分野

をふやしていくということでいいと思っている

んですが、この研修分野は、県がちゃんと指導



- 29 -

平成29年９月21日(木)

するのか 誰が先生になるのか その辺をちょっ、 、

と詳しく教えていただきたいのですけれど。

今の御意見でございま○髙畑こども政策課長

すけれども、基本的には県が実施主体になると

いうことになっておりますけれども、私どもと

しましては、専門的なこういった研修等を行う

業者がございますので、より専門的な立場から

ということで、委託事業を考えております。

その中で、ことしはとりあえず１分野をいた

しまして、次年度以降、残りの全て、８分野を

含めまして、再度研修を仕組みたいと考えてお

ります。

経験が７年以上とかいろいろあり○丸山委員

ますが、要するに１つでもいいからやるという

ものなのか、全部を研修した者が、月額４万円

プラス処遇改善になるとか、どういうイメージ

を持てばいいんでしょうか。

もう一度４ページの図○髙畑こども政策課長

をごらんいただきたいと思うんですけれども、

ちょうど中ほどに副主任保育士、専門リーダー

ということで、これは、新しい職務の名前でご

ざいまして、おおむね２つとも７年以上の方が

該当しますけれども、副主任保育士のほうを見

、 、 、 、ていただきますと ア イ ウのウのところに

マネジメントというのは必修ということで、そ

れ以外に３つの分野を左側のこの囲みの中から

選ぶと、計４分野。

同じく専門リーダーにつきましては、マネジ

メントの必修科目はございませんけれども、同

。じく囲みの中の８分野から４分野を研修すると

その４分野とも履修した人について、月額４万

円の処遇改善を行うということでございます。

あわせて、その下の職務分野別リーダーは、

おおむね経験年数が３年以上の方でございます

けれども、この方につきましては、職務分野は

別ということで、御自分が主に担当される専門

分野、職務分野について、同じく左側の囲みの

、中の①から⑥の中で１分野の研修を受講すると

月額5,000円の処遇改善になるというところでご

ざいます。

今回、早目に障がい児保育をやっ○丸山委員

てみるというのは、何か理由があるんでしょう

か。

今回の研修を仕組むに○髙畑こども政策課長

当たりまして、全ての園に対して一応要望、希

望をとりましたところ、比較的障がい児教育と

いうのが 要望が多かったということで 多かっ、 、

たものについてことしは優先的にやろうという

ことで、障がい児教育という分野を設けたとこ

ろでございます。

この障がい児保育は、先ほど、委○丸山委員

託するのかもしくは直営でやるのかということ

だったんですが、今回の場合はどうされるんで

しょうか。

、○髙畑こども政策課長 今回御審議いただいて

補正ということで予算が成立した後には、やは

り同じように委託ということで考えてございま

す。

この研修を受けると、何か証明書○丸山委員

とかが出てくるのか。あと、この１講座あたり

３日ぐらいというふうに書いてあるんですけれ

ども、これは、十二分にこの研修で質が向上で

きるというのをどうやって判断するんでしょう

か。

まず、研修時間につき○髙畑こども政策課長

まして、15時間ということで、非常に長くなっ

ております。このため、まだ一部はっきりしな

、 、いところがございますけれども 国においては

この15時間の研修にかわる何かの研修を、例え

ば、幼稚園団体だとか保育団体、そういったも
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のが既に既存でやっていて、それがこれらの分

野にかわるようなものであれば、それはそれで

見ていいということもございまして。一応15時

間ということで、かなり濃密な研修内容が組ま

れるというふうに考えております。

この研修場所は、例えば宮崎市内○丸山委員

であれば宮崎市内でいいんですが、県北とか県

西地区になるとかなり負担も多くなるんじゃな

いかと。その辺は、どういうような形で研修場

所は考えていらっしゃるんでしょうか。

現時点では、県央、県○髙畑こども政策課長

北、県南あるいは県西あたり、県内３カ所を想

定しております。

ぜひ、できる限り研修が受けやす○丸山委員

い体制をつくっていただいて、スキルアップし

ていただいて、処遇改善につながるようによろ

しくお願いしたいと思っております。

このスキルアップに関しては、ちゃんと制度

上続くということでよろしいんですか。

まだその研修期間等に○髙畑こども政策課長

つきましては、はっきり国のほうが示しており

ませんけれども、とりあえず今年度につきまし

ては、研修要件は課さないと。研修を受講しな

い人でも、この処遇改善を行ってもいいと。30

年度以降につきましては、ことしの状況を見な

がら検討するということで、恐らく数カ年にわ

たってこの研修事業は続いて、その中で該当者

が研修するということになろうかと思います。

だから、国には、制度を始めるの○丸山委員

であれば継続してやらないと。恐らく途中で切

れて、結局処遇が減ったりすると、多分、何の

意味だったのかと言われますので。この事業を

本格的にやるのであれば、しっかりと継続でき

る事業として制度確立を。あと財源をどうやっ

てするのも含めて、議論をしっかり。消費税の

、絡みとかあったりするかもしれませんけれども

続くということでよろしいんですか。

私どもはそのように考○髙畑こども政策課長

えておりますし、また今後、国においていろん

な動きがあろうかと思いますので、そこ辺の情

報もぜひ取り入れながら対応していきたいと考

えております。

先ほどの処遇改善という部分で、○日髙委員

ちょっと確認をさせていただきたいんですけれ

ども、現場の声でよく聞くのが、処遇改善され

ても、これは園の運営費に回っていくことがも

うほとんどなんですよという話を聞くんですけ

、 、 、れども これは 全て園に任せられているのか

それとも何かペナルティーがあったりするのか

教えていただけますか。

今回の処遇改善につき○髙畑こども政策課長

ましては、必ずその額は給与月額あるいは手当

等で全て支給するということになっておりまし

て、各施設が各市町村を通しまして、県のほう

。にこの加算に係る申請書が上がってまいります

まず市町村の段階で１回審査をしまして、県の

ほうでもう１回審査して、それで加算の通知を

市町村としてまた施設に行うと。

研修が終わった後、年度末には、その実績報

告書が各施設から市町村を通して県のほうに上

がってくると。その中で、実際に処遇がなされ

たかどうかというのはそこで判断をして、確実

に上がっているということを担保することに

なっております。

、 、○丸山委員 例えばの話なんですが キャリア

８項目のスキルアップ事業をやろうというふう

になっているんですが、これを仮に、カリキュ

ラムをふやして、学生として学ぼうというよう

な学校が出てきた場合には、当初の一番最初の

処遇改善ですから、初任給が上がれば、本当に
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もっと保育士さんとかになる人もふえてくるん

じゃないかと思っているんですが、その辺とは

リンクをしている、今後していく可能性もある

というふうに考えてよろしいんでしょうか。

今回の処遇改善につき○髙畑こども政策課長

ましては、この研修受講を課される４万円

と5,000円の方がいらっしゃいますけれども、そ

れ以外で、ちょうどこの図の下段にございます

ように、全ての職員に対しまして、勤務年数を

問わず２％の処遇改善を行うということで。月

額6,000円でございますけれども、この分は必ず

アップするということと、例えば４万円の部分

のところにつきましては、その表で見ていただ

きますと、ちょうど４万円の処遇改善というこ

とで 標準規模の園で大体５名ということになっ、

ております。

その中で、園長と主任保育士はもう除いて、

１施設当たり大体おおむね３分の１の方がこの

４万円の処遇の対象になるということでござい

ますけれども、園が今後、施設のいろんな研修

体系とか、企業体系を構築する上で、園の判断

、 、で４万円の方につきまして 例えば５名の場合

最低でも２分の１、端数は切り捨てまして、こ

の場合ですと５割る２で2.5人、切り捨てで２名

と。２名は必ず４万円の部分を確保しなさいと

いうことでございますけれども、残りの３人分

、 、に回る予定でしたのが 例えば４カ月で12万円

これにつきましては、園の判断で5,000円から４

万円未満の間で、他の職員にその額をうまく、

バランスよく支給してもいいということになっ

ておりますので、全体的には各園の職員の処遇

改善がなされると考えております。

全体はわかるので、入る前に、例○丸山委員

えば短期大学とかで、この８項目の研修をカリ

キュラムの中に入れてしまったほうが、一番そ

れがいいんじゃないかなということもあるんで

すが、そういう考え方は、今後出てきてもいい

んじゃないかと思っているんですが、その辺の

議論とかはまだないんでしょうか。

確かに委員がおっしゃ○髙畑こども政策課長

るように、例えばこの８分野の中でも、幼児保

育であるとか、乳児保育であるとか、こういっ

た基本的なことは、恐らく養成校の段階で既に

もう履修されているというふうに考えておりま

すので、こういった方々についてどういった取

り扱いになるのか。先ほど申し上げましたよう

に、国の方針におきましては、一部、既存研修

につきましては 今回のこの８分野の１分野 15、 、

時間でございますけれども、その中に組み入れ

てもいいというようなこともございますので、

そのあたりは養成校関係者、あるいは幼稚園・

保育園関係団体等と連絡会議的なものをつくり

まして、その中で引き続き検討していきたいと

いうふうに考えております。

できれば、養成校とかに行ってい○丸山委員

る子供さんたちが、実質免許を持っているけれ

ども、ほかの職業についているということは、

やっぱり給料が安いというのがあって、多分そ

ちらに流れていないこともあるもんですから。

この辺の研修を学校、養成所のほうでできると

いうシステムを国のほうにしっかりつくってい

ただいて。初任給が低いのを改善するというこ

とも含めないと、結局、学校に入るけれども、

卒業するときには全然違う仕事につくといかん

から、そこでいろんな手だてをやっていただい

ていると思っているので。その辺も含めて国と

議論をもう少し、初任者が行きやすい環境づく

りも含めてやっていただくことを。これは、県

だけで言っても無理だと思いますので、全国知

事会等で、何かそういったことも含めてやって
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いただきたいと思っているのですが、いかがな

ものでしょうか。

確かに今回の研修につ○髙畑こども政策課長

きましては、一部まだはっきり決まっていない

というところもございますし、九州各県の担当

者の方々のいろんな意見を聞きますと、国に対

してもかなりいろんな形で質問なり要望を行っ

ているというところでございますので、今、委

員が御指摘のように、いろんな機会を通じて、

国のほうに対しましても研修の充実、そういっ

たものについて要望をしていきたいと考えてお

ります。

関連があれば、お願いします。○右松委員長

キャリアアップということで、研○有岡委員

修を委託するというお話でしたが、これは、受

講は基本的に無料でいくのか、それとも、会場

使用料とか資料代、そういったものの実費が発

、 。生するのか そこら辺をまずお尋ねいたします

まだ今、詳細について○髙畑こども政策課長

は検討しているところでございますけれども、

いわゆる受講料としては不要になろうかと思い

ますけれども、テキスト代等、いわゆる実費に

つきましては、徴収するという方向になろうか

とは考えております。

今回は、障がい児保育についてと○有岡委員

いうことで、かなり幅広い勉強をすることにな

ると思うんですが、ここら辺の範囲 身体的─

な分野とか、発達障がいの分野とか、どの辺ま

でを今回想定されているのか。重度の場合もい

ろいろあるでしょうけど、保育園が受け入れる

範囲というのがある程度見えてこないと、先生

方が勉強しても、実際に受け入れるときの判断

ができないと思うんですが、そこら辺の範囲は

大体想定されているんでしょうか。

今、県内の園におきま○髙畑こども政策課長

して、幼稚園、保育園等を含めまして、多くの

園で障がいのある方を引き受けていらっしゃい

ます。

ただ、その中で、いわゆる医療的ケアが必要

な子供さん、児童につきましては、今、県内で

は２人が就園しているというところでございま

すので、基本的にそれほど重くない障がいのあ

る方が対象になろうかと思います。

現場の立場で考えると、実際保育○有岡委員

園にそういう、例えば自閉症の子が来たり、そ

ういった体験があれば、この研修が生きてくる

んです。

ところが、１回研修をしました、そして、実

際にそういう子供がいないと、なかなかキャリ

アとしてスキルアップできないんです。

そういった意味では、この１年間やりました

と、15時間研修して１つの単位が終わったと。

しかしその後、いろんな子供さんたちを受け入

れるときに、また勉強が必要だということで。

そういった意味では、このキャリアアップ事業

の１回終わった後のフォローを考えておかない

と、実際の現場でこの研修が生きてこないんで

はないかという不安があるので、そこら辺の対

策をぜひひとつお願いしたいと思います。

今の御意見のように、○髙畑こども政策課長

障がい児保育が例に挙がってございますけれど

も、今回のこのキャリアアップ研修の中で実施

することはもちろんでございますが、私ども、

こども政策課として、年間通しまして、初任者

から、あるいは10年目とか、いろんな段階に応

じて、勤務年数の段階に応じて、さまざまな立

場で、さまざまな段階でいろんな研修を行って

おりますので、その中でもこういった障がい児

教育などを含めて研修をしているところでござ

います。
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。○丸山委員 歳出予算説明資料の中の19ページ

さっきの説明の中で、認定こども園の整備交付

金の全体枠が足りなくなったから、安心こども

基金の事業が余っている県は、そっちを使って

それを流用とのことなんですが、基本的に、宮

崎県の安心こども基金は、いつまでが期限でど

れくらい全体的に余っていたということになる

のか、それをまず教えていただけたらと。

安心基金につきまして○髙畑こども政策課長

は、28年度末で約４億9,300万円ほど残高がござ

いまして、そのうち、ことしまだ今から事業を

実施するわけでございますけれども、見込みと

しましては、今年度事業を終了した、29年度末

では１億円ほど基金の残高が残るというふうに

考えております。

どういう事業に３億程度使うとい○丸山委員

うふうに認識していいのか、それを含めて教え

ていただくと。今後の残りが１億円になった後

の次のときには 30年度以降 事業費がどうなっ、 、

ていくのかを含めて教えていただけたらと。

まず最初に、基金でご○髙畑こども政策課長

ざいますけれども、30年度までは事業ができる

ということで。現時点でございますけれども、

これまでも本来この基金事業というのは、27

、 、年 28年で終わる予定でございましたけれども

国の方針変換によりまして、新たに積み増しを

すると。特に厚労省部分の積み増しがございま

したので、今もこの基金事業で、認定こども園

の施設整備であるとか増改築、あるいは耐震化

であるとか、そういった施設の整備に関する資

金を出すものでございます。

29年度は、基金事業を行いますけれども、こ

れについては30年度繰り越しが認められており

ますので、実際には基金事業としては30年度ま

で続きまして、現時点では、いわゆる解散とい

う手続になりますと、平成31年度になろうかと

思います。

ちなみに、31年度まで実質繰り越○丸山委員

してということなんですけれども、施設整備で

耐震化とかということだったんですが、全ての

施設がそれで終わるということで大丈夫なんで

しょうか。

平成20年度からこの基○髙畑こども政策課長

金事業を始めまして、実際には21年度の事業か

ら実施しておりますが、これまでに９年間やっ

ておりまして、毎年毎年所要額の調査を各施設

に対して行いましたので、まだこれから恐らく

希望があるところもあるかもしれませんけれど

も、現時点ではほぼ要望する施設につきまして

は、整備がなされているのかなというふうに考

えております。

ただ、国におきましては、今いろんな 仮─

称でございますけれども、先日、こども安心プ

ラン、こういったものの中で、さらなる受け皿

の拡大、受け皿の整備をするということでござ

いますので、また今後こういった施設整備に係

る交付金なり、そういったものが出てこようか

と思います。そこらあたりも情報を得ながら、

各施設に対してはそういった情報提供を行って

いきたいというふうに考えております。

８ページの児童入所施設等の措置○有岡委員

、費のことをちょっとお尋ねしたいと思いますが

業務が大変難しいという部分もあって、職員の

処遇改善に取り組むということですが、ちなみ

にこの職員の数というのは、今現在、どれぐら

いいらっしゃるということでこの数字になった

のか、数がおわかりでしょうか。

施設職員数は、327名を○松原こども家庭課長

想定しております。

定数的には、この327は定員を満足○有岡委員
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する状況なのかお尋ねいたします。

児童福祉施設の最低基○松原こども家庭課長

準に基づいた職員の配置がなされておりますの

で、必要数は充足をしておる状況です。

よろしいですか。○右松委員長

関連があれば、お願いします。ほかにありま

すでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいでしょうか。○右松委員長

次に、報告事項についての説明を求めます。

指導監査・援護課○池田指導監査・援護課長

でございます。

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例第４条第３項の規定に基づきまして、県出資

法人等の経営状況について御報告いたします。

お手元の資料ですけれども、平成29年９月定

例県議会提出報告書、下に括弧書きで（県が出

資している法人等の経営状況について）と記載

のある資料をごらんいただきたいと思います。

215ページをお開きください。

当課が所管しております社会福祉法人宮崎県

社会福祉事業団の経営評価報告書について御説

明いたします。

まず、法人の概要についてですけれども、こ

の法人は、設立年月日の欄にありますように、

昭和34年12月１日に設立されまして、総出資額

は１億811万5,000円でありますが、県からの出

資はございません。

設立目的は、多様な福祉サービスを総合的に

提供し、利用者が個人の尊厳を保持しながら、

心身ともに健やかに育成され、またはその有す

る能力に応じ、自立した日常生活を地域社会に

おいて送れるよう支援することであります。

次に、県関与の状況についてですけれども、

人的支援につきましては、右側の平成29年度の

欄をごらんください。

県退職者３名が役員となっておりまして、そ

のうち２名が常勤役員、１名が非常勤役員で、

そのほか職員となっている県退職者が１名おり

ます。

なお、現職の県職員の派遣はございません。

財政支出等につきましては、平成28年度の県

委託料は１億728万2,000円で、県補助金は133

万4,000円となっております。

県委託料の主な内容を下の欄に記載しており

ますけれども、①の発達障害者支援センター運

営事業により、発達障がい者本人やその家族か

らの相談に応じるなど、適切な指導・助言を行

いますとともに、②の地域生活定着促進事業に

より、福祉サービスを必要とする高齢または障

がいを有する刑務所等からの出所者の円滑な地

域定着を支援するなどの事業を受託しておりま

す。

次に、当法人の実施事業としましては、①の

児童養護施設や障がい者支援施設を初めとした

社会福祉施設11施設の運営や、②の居宅支援事

業等の運営などとなっております。

一番下の欄の活動指標につきましては、２つ

の指標を掲げております。

①の10施設の年間延べ入所者数は、実績値が

目標値を上回り、目標を達成しております。

、②のグループホームの年間の延べ利用者数は

若干実績値が目標値を下回りましたけれども、

達成度は99.5％となっております。

次のページ、216ページをお開きください。

財務状況についてであります。

左側の事業活動計算書の平成28年度の欄をご

らんください。

Ａの収益が38億2,401万8,000円 Ｂの費用が34、

億3,042万円で、ＡマイナスＢの当期活動増減差
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額は３億9,359万8,000円となっております。

右側の貸借対照表の平成28年度の欄をごらん

ください。

Ａの資産が114億5,726万2,000円、Ｂの負債が

７億3,216万2,000円で、ＡマイナスＢの純資産

は107億2,509万4,000円となっております。

次に、財務指標ですけれども、３つの指標を

掲げております。

①の人件費比率、②の経費比率及び③の経常

、 。増減差額率 いずれも目標を達成しております

次に、直近の県監査の状況についてですが、

昨年度の県の監査事務局監査は実施されておら

ず、該当はございません。

次に、総合評価でありますが、右側の県の評

価の欄をごらんください。

活動指標、財務指標はおおむね目標を達成し

ておりまして、企業会計の当期純益に当たりま

す当期活動増減差額は、今年度も黒字額が増加

しており、経営改善の努力が認められると考え

ております。

また、平成29年度より、改正社会福祉法に基

づき、会計監査人を設置するため、さらなるガ

バナンスの強化が期待されます。

一方、課題としましては、これから策定され

る次期中期計画においては、老朽化した施設の

建てかえなど、施設整備についての方針を示す

ことが必要であると考えております。

、 、 、以上から 県の評価としましては 活動内容

財務内容及び組織運営のいずれも良好のＡ判定

としております。

指導監査・援護課からは以上でございます。

医療薬務課分について御○田中医療薬務課長

説明いたします。

同じくお手元の資料、平成29年９月定例県議

会提出報告書の15ページをお開きください。

公立大学法人宮崎県立看護大学の平成29年度

事業計画書であります。

なお、この公立大学法人宮崎県立看護大学に

つきましては、地方自治法並びに条例、両方に

基づく報告の対象法人となっておりますけれど

も、この看護大学は、今年度、公立大学法人に

運営形態を移行したばかりでございます。した

がって、法人としての昨年度の事業実績がござ

いませんので、今回は地方自治法に基づく報告

のみ、そして、内容としては29年度事業計画の

みの報告となります。

資料の１、事業概要でございます。

当該法人は、本県における看護学の教育、研

究及び研修の中核的機関として、大学を設置及

び管理し、高い資質を備えた看護職者の育成や

地域保健医療への貢献、看護学領域の研究の推

進等を通じて地域社会と連携し、本県の保健医

療及び福祉の充実に貢献することとしておりま

す。

２の事業計画でございます。

まず （１）教育研究の実施といたしまして、、

右端の事業内容の欄にありますように、まず、

学部、大学院及び別科助産専攻における地域保

健・医療・福祉に貢献できる人材の育成、それ

から２つ目の地域社会のニーズが高い実践的な

研究の実施、３つ目、図書館の館内環境整備等

といったところに取り組むことといたしており

まして、事業費は９億7,644万6,000円を予定し

ております。

また （２）地域貢献に関する取り組みの実施、

といたしまして、１つ目の県内の大学や自治体

、等と連携した地域ニーズに応じた教育研究活動

２つ目の県内の看護職者の資質向上、３つ目は

認定看護管理者や訪問看護師の育成等に取り組

むことといたしておりまして、事業費は3,883
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万2,000円を予定いたしております。

次に、16ページをお開きください。

３の収支計画でございます。

まず、上段の費用の部といたしまして、教育

研究経費や受託研究等経費、人件費、一般管理

費等を合わせまして10億1,206万1,000円、それ

から、下段の収益の部といたしまして県からの

運営費交付金収益や授業料等収益、それから受

託研究等収益を合わせまして 10億1,206万1,000、

円となっておりまして、一番下の純利益及び総

利益はゼロとなっております。

医療薬務課からは以上でございます。

衛生管理課分について御○樋口衛生管理課長

説明いたします。

お手元の資料、平成29年９月定例県議会提出

報告書の173ページをごらんください。

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ーでございます。

初めに、同センターは昭和55年11月20日に設

立されております。

、 、総出資額が780万円で 県の出資額が200万円

県の出資比率は25.6％となっております。

設立の目的でございますが、理容・美容・ク

リーニングなど、生活衛生営業の経営の健全化

、 、及び振興を通じて 衛生水準の維持向上を図り

あわせて利用者、消費者の利益の擁護を図るこ

ととされております。

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に

関する法律、これに基づきまして設立された公

益財団法人で、各都道府県に１カ所設置されて

おります。

次に、県関与の状況でございます。

人的支援としましては、常勤の役員１名と職

員２名の３名が県職員ＯＢとなっております。

財政支出等でございますが、県からの財政支

出の状況は、委託料と補助金であります。

主な県財政支出の内容でございます。

①の生活衛生営業指導事業は、経営等に関す

る相談、指導を行う生活衛生指導センターの運

営に係る経費として、国が２分の１、県が２分

の１の補助支出となっております。平成28年度

決算額が2,872万3,000円でございます。

②の自主衛生管理促進事業は、巡回指導によ

り、営業者の自主衛生管理の促進を図る経費と

、 。して 平成28年度決算額が282万円でございます

③の生活衛生関係営業適正化促進事業は、技

術の向上、後継者育成等の生活衛生同業組合の

、 、活動支援や クリーニング相談専門員を配置し

クリーニングに関する苦情相談とその円滑な解

決を図る経費として平成28年度決算額が111

万9,000円でございます。

次に、活動指標でございます。

①の経営指導員巡回指導数は、目標値を達成

しておりますが、②の生活衛生営業指導員の巡

回指導数の達成度は99.5％となっており、昨年

度の95％に比べて向上し、ほぼ目標に近い値と

なっております。

次のページをお開きください。

財務状況でございます。

左半分に記載の正味財産増減計算書では、平

成28年度は、３段目、当期経常増減額、いわゆ

る単年度収支が10万7,000円の黒字となっており

ます。

右半分に記載の貸借対照表では、中ほどの正

味財産をごらんいただきますと、ここ３年大幅

な変動は生じておりません。

次に、その下の財務指標でございます。

①の県補助金比率は88％以内という目標を達

成しております。

加えて、②の管理費についても、この数値の
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範囲内に抑制し、事業費の充実を図ろうとする

ものであり、目標を達成しております。

また、昨年度に実施されました監査事務局に

よる財政団体等監査におきましても、指摘事項

はございませんでした。

総合評価でございますが、県の評価の欄をご

らんください。

活動指標に関しては、目標に若干届かない指

標もありましたが、各組合等を通じて積極的に

呼びかけ、昨年を上回る達成度となっておりま

す。

財務面に関しましても、目標を達成しており

ますが、今後とも自主財源確保への取り組みを

進め、健全な経営に努める必要があると考えて

おります。

中期事業目標については、指導センター事業

推進アクションプランに基づく業務改善を行っ

ております。

以上で、説明を終わります。

。○矢野健康増進課長 健康増進課でございます

当課で所管しております２つの法人について

御説明いたします。

宮崎県移植推進財団については、地方自治法

及び条例に基づく報告、宮崎県健康づくり協会

については、条例に基づく報告となります。

まず、公益財団法人宮崎県移植推進財団であ

ります。

報告書の27ページをごらんください。

平成28年度の事業報告になります。

事業概要ですが、臓器移植を推進するため、

県民への移植医療の知識や意義の普及啓発、医

療機関への情報提供及び移植医療が適正に行わ

れるための支援を行ったところです。

事業の実績の（１）ですが、臓器提供の意思

の、臓器移植ネットワークへの登録の啓発を行

う一方、臓器移植の受け入れ側の希望者の登録

を行いまして、平成28年度末現在、県内では67

。名の方が腎臓移植の希望を登録されております

（２）の普及啓発においては、県内各所にお

いてパンフレットの配布やポスターの展示、講

演会等々、さまざまな啓発活動を行っておりま

す。

次に、28ページをお開きください。

（３）の臓器移植関係機関相互の連絡調整、

（４）の新規臓器移植希望者の登録時検査料の

助成 （５）の臓器提供意思表示カードの配布、、

（６）の臓器のあっせんに関する支援をそれぞ

れ実施しております。

（６）の実績欄の記載のとおり、28年度は腎

、移植の可能性に係る通報が１件ございましたが

移植に至った例は１件でありました。

続きまして、29ページの貸借対照表を御説明

いたします。

28年度の資産の合計額は5,772万1,685円、負

債合計額は124万3,477円、正味財産の合計は

5,647万8,208円となっております。

正味財産のうち 指定正味財産は5,609万3,500、

円で、前年度から290万円減少しております。こ

れは、基本財産を取り崩したことによるもので

ございます。

次に、30ページの正味財産増減計算書であり

ます。

28年度の経常収益は、基本財産の運用益が３

、 、万3,547円 賛助会員からの会費が77万円のほか

先ほどの基本財産の取り崩し額が290万円、３行

下、臓器移植連絡調整者設置事業補助金 こ─

れは、県から出ているものですが、223万8,000

円、その下、臓器移植ネットワーク等民間団体

からの助成金が182万1,432円、寄附金が合わせ

て12万1,896円など、経常収益は合計788万4,941
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円となっております。

一方、経常費用としましては、コーディネー

ター及び事務職員の人件費及び交通費、普及啓

発費等となっており、28年度は本県の移植コー

ディネーターにより、他県のドナー発生時の支

援の件数の増や、新たに普及啓発の取り組みで

あるグリーンリボンコンサートを開催したこと

などを理由に、旅費、交通費、会議費、諸謝金

などが増となっております。

経常費用の合計は、事業費と管理費を合わせ

まして795万6,901円です。

続きまして、29年度の事業計画について御説

明いたします。

報告書の33ページをお開きください。

事業概要については、28年度と同様になって

おります。29年度も、引き続き事業計画の１か

ら６までの事業を行い、臓器移植の普及促進、

。医療機関への支援等を行うこととしております

特に、本年度も（３）の県内の臓器提供に係

る医療機関の支援について重点的に取り組み、

県内での臓器移植に結びつくよう努めておりま

す。

次に、34ページの収支予算書をごらんくださ

い。

経常収益の合計は、769万4,000円としており

ます。昨年度から16万2,000円の減となっており

ますが、これは、受取会費及び赤い羽根共同募

。金の配分金の減額によるものとなっております

経常費用は、事業費と管理費合わせまして756

万円としております。昨年度から16万4,000円の

減額となっておりますが、これは、啓発グッズ

作成のための費用である普及啓発費の減額によ

るものです。

続けて、本財団の条例に基づく報告をいたし

ます。

報告書の175ページをお開きください。

法人の概要についてであります。

総出資額は5,609万4,000円で、うち県出資額

は3,550万5,000円、県出資比率は63.3％となっ

ております。

県関与の状況についてでありますが、人的支

援につきましては、平成28年度は役員８名のう

ち県職員が３名、県退職者が１名、いずれも非

常勤となっております。

財政支出としましては、補助金223万8,000円

を支出しておりますが、これは、その下の主な

県財政の支出内容の欄の臓器移植連絡調整者設

置事業補助金、臓器移植コーディネーターの人

件費等に対する補助であります。

また、その他の県からの支援等にありますよ

、 。うに 事務局を健康増進課内に置いております

実施事業につきましては、先ほどと重複しま

すので、省略いたします。

活動指標は、会議回数及び臓器提供意思カー

ドの配付枚数としておりまして、腎臓提供協力

病院の連絡会議は、目標値のとおり２回開催し

ております。

臓器提供意思表示カードにつきましては、目

標４万枚に対して実績は３万4,863枚で、達成度

は87.2％となっております。

現状では、運転免許証や健康保険証の裏面に

も意思表示欄が設けられておりますので、さま

ざまな様式での意思表示を呼びかけておるとこ

ろでございます。

報告書の176ページをお開きください。

財務状況につきましても、先ほど御説明した

とおりですが、表の右側の指定正味財産5,609

万4,000円については、当財団では全額基本財産

に充当しておりますので、１行下の、うち基本

財産への充当額欄に同額を計上いたしておりま



- 39 -

平成29年９月21日(木)

す。

次に、財務指標についてであります。

①自己収入比率は、経常費用に対する基本財

産運用益等の自己収入の割合でございますが、

目標20％に対して実績は11.6％となっておりま

す。低金利によりまして、基本財産の運用益は

低くなっておりますが、移植医療に関係のある

医療機関への訪問に取り組むなど、自己収入の

増加に努めているところです。

②の事業費比率については、目標68％に対し

て実績92.1％となっております。

財務会計処理につきましては、顧問税理士の

指導を受けながら、万全を期していきたいと考

えております。

次に、総合評価についてであります。

枠内右上の県の評価でございますが、引き続

き県内の臓器移植を促進していくため、県民へ

の理解の促進及び意識の向上につながる効果的

なイベント開催や、移植医療体制強化のための

医療従事者を対象とする連絡会議の開催が重要

と考えております。

また、安定した財団運営のため、個人だけで

なく、企業、医療法人等の法人についても、募

集活動を実施しておりますが、今後とも自己収

入の確保を図る必要があると考えております。

あわせて、職員の資質向上に向けた取り組み

を行うなど、組織運営体制の強化に引き続き努

める必要があると考えます。

活動内容及び財務内容はＢ、組織運営はＣと

しております。

次に、177ページ、公益財団法人宮崎県健康づ

くり協会であります。

本法人の総出資額は3,000万円で、県出資額

は800万円、県の出資比率は26.7％であります。

特記事項欄に記載しておりますとおり、各種

の健診事業が当協会の主要な事業であり、自主

財源の大部分が当該事業収入によるものであり

ます。

県関与状況でありますが、人的支援につきま

しては、平成28年度は、役員11名中３人が非常

勤の県職員、また、職員として２名の県職員が

派遣されています。

財政支出としましては、平成28年度において

。委託料１億1,603万1,000円を支出しております

その右側の欄、県職員人件費（県支給分）で

すが、平成28年度は1,300万3,000円を支出して

おります。

主な県財政支出の内容は、下の欄の①から⑤

となっております。

①宮崎県健康づくり推進管理運営委託は、各

市町村が行う特定健診、保健指導に関する研修

等の技術支援及び健康づくりに関する調査研究

等を行う宮崎県健康づくり推進センターの管理

運営委託であり、平成28年度は6,874万円を支出

しております。

②「新生児マススクリーニング検査事業」の

支出額は3,250万円、③「がん検診受診環境整備

事業」は、がん検診の未受診者に電話等の個別

勧奨を行うものでございますが、支出額は1,160

、 「 」万円 ④ １日プラス10分！運動習慣推進事業

は、日常の運動を通じた健康づくりの取り組み

を推進するもので 支出額は59万7,000円 ⑤ 新、 、 「

生児聴覚検査・療育体制連携強化事業」は、支

出額が116万8,000円となっております。

協会全体の実施事業につきましては、①から

⑨までとなっておりますが、先ほども御説明し

ましたとおり ①の健診事業が主要なものとなっ、

ております。

次に、活動指標についてでありますが、①基

本健康診査実施件数につきましては、平成28年
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度の年間実施件数の目標値３万件に対し、実績

値は２万3,165件、達成度は77.2％となっており

ます。

②市町村、事業場等健康指導受講者数につい

、 、ては 年間延べ受講者数の目標値5,000人に対し

実績値は5,200人で、達成度は104％、③ホーム

ページアクセス数につきましては、目標値が２

万6,000件に対し、実績値は３万5,760件で、達

成度は137.5％となっております。

次のページ、178ページをお開きください。

財務状況についてであります。

表の左側、正味財産増減計算書をごらんくだ

さい。

、平成28年度の経常収益は15億8,589万9,000円

経常費用は15億3,719万1,000円であり、中ほど

の当期一般正味財産増減額は4,870万8,000円、

一般正味財産期末残高は12億5,580万2,000円、

当期指定正味財産増減額はマイナス280万8,000

円、指定正味財産期末残高は6,910万9,000円と

なり その結果 一番下の正味財産期末残高は13、 、

億2,500万1,000円となっております。

表の右側、貸借対照表をごらんください。

平成28年度は、資産が19億9,228万4,000円、

負債が６億6,728万3,000円となり、その結果、

正味財産は13億2,500万1,000円となっておりま

す。

次に、財務指標についてでありますが、①の

、 、管理費比率につきましては 目標値3.9％に対し

実績値は3.4％、達成度は112.8％となっており

ます。

②の人件費比率については、目標値60％に対

し、実績値は58％、達成度は103.3％、③の収支

比率については、目標値93.9％に対し、実績値

は93.8％、達成度は100.1％となっております。

次に、総合評価欄の右上、県の評価について

でありますが、改革工程については、運営基本

構想に基づく経営の自立化に向けた取り組みが

着実に推進されております。

活動指標については、ホームページアクセス

数が昨年に引き続き高い実績値を示しており、

適宜適切な情報発信が効果を上げているなど、

評価できるものと考えております。

財務指標については、管理費比率、人件費比

率、収支比率、いずれも目標を達成しており、

財務内容の検証や見直しなど、改革の成果が見

られます。

今後とも、効果的な事業計画の策定と着実な

実施が求められていると考えております。

評価でございますが、活動内容Ｂ、財務内容

及び組織運営をＡとしております。

宮崎県健康づくり協会については以上でござ

います。

執行部の説明が終了いたしまし○右松委員長

た。

ここで傍聴希望がありますので、暫時休憩い

たします。

午後１時54分休憩

午後１時55分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

ただいま、１名の傍聴の申し出がありました

ので、これを認めることといたしました。

傍聴される方にお願いいたします。当委員会

の審査を円滑に進めるため、静かに傍聴してい

ただきますようお願いいたします。また、傍聴

に関する指示には速やかに従っていただきます

ようお願いいたします。

それでは、休憩前に執行部の説明が終わりま

したので、報告事項についての質疑をお願いい

たします。
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177ページの報告書の中からお尋ね○有岡委員

したいと思いますが、主要財政支出内容の５番

目に、新生児の聴覚検査等の強化事業というの

がございまして、29年度の予算がゼロというの

は、この事業自体は、29年度はほかの事業に振

り分けたのか、ちょっと再度確認させていただ

ければと思います。

こちらの事業につきまし○矢野健康増進課長

ては、委託ではなくて、県の直営という形にし

て実施をしております。

それと、よく健診率が低いという○有岡委員

ことを指摘されるんですが、この改善策として

どういった取り組みをされたのか。その結果、

この活動のＢとか組織のＡとか、いろんな評価

があるようですが、健診率の向上というのはい

かが判断されているのかお伺いいたします。

健診の実施を着実に進め○矢野健康増進課長

ていくというのが基本的な目標ということにな

りますが、実施件数の推移については、平成20

、 、年度に これまで市町村がやっていた健診から

保険者が実施する特定健診の枠組みになって、

件数が、21年度からちょっと落ちたと。健康づ

くり協会が受託する分が落ちたというのがござ

いましたが、その後は着実に件数はふえている

状況にはあります。

ただ、目標の３万件には、まだとどいていな

い状況でございます。いろんな、ほかの事業者

と競合してやっていく面もございますので、そ

の部分は、質のより高い部分で健診を提供する

ということを進めていくということがポイント

になってくるのではないかというふうに思いま

す。

ありがとうございました。○有岡委員

健診を健康づくりでやるのを別に○井本委員

否定するわけじゃないんだけれど、こういう事

業に乗り出さないかんのは、国か何かでこうい

うふうにしなさいと決まっているわけですか。

本当だったら、病院か何かがやればいい事業を

県がやっているわけよね。これは、なぜ、こん

なことをやっているわけですか。

健診につきましては、法○矢野健康増進課長

律に基づく枠組みが大きく分けて３つあると

思っております。

１つは、健康増進法に基づく市町村がやる住

民健診でございます。また、労働安全衛生法に

基づく事業主が従業者に対して実施する健診が

ございます。あと、高齢者医療確保に基づく特

定健診、メタボ検診、こういうようないろんな

法律に基づきまして、いろんな事業主が健診を

実施しているような状況であります。

これは、それぞれが健診をしなければならな

いということになっておりますので、それぞれ

の事業体がやっていかなければならないわけで

ありますが、県としましては、受診率がまだ低

いというような課題もありますので、それを伸

ばしていく必要があると思っております。

そのような中で、個別の医療機関でやるとい

うやり方も当然あるんですが、健診の実施の仕

方としては、集団健診のような形でやっていく

ものもございます。

、そういった大きな集団健診のようなところを

この健康づくり協会が受託して進めていると。

市町村とか、あるいは事業体とか、そういった

ところから受託を受けてやっていると そういっ。

たところで、この健康づくり協会が、県の全体

の公益に資する健診をやっているということに

なるのかなというふうに思います。

民間の医療機関を圧迫するという○井本委員

ようなことはないんですね。

この○日高福祉保健部次長（保健･医療担当）
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健康づくり協会につきましては、もともとはい

わゆる対がん協会、がん検診を行っていた対が

ん協会というものと それから結核検診等を行っ、

ておりました結核予防会などを一体的に健康づ

くりのための健診を行う団体としてまとめ、な

おかつ、先ほど課長も申しましたけれども、当

時はまだ集団健診方式というものが結構多くや

られておりました。特に当県では中山間地が多

い、いわゆる個別健診としての医療機関の健診

方式よりも、公民館等に検診車が出向いて行っ

て、集団方式で行う方式が行われていたという

ことなどから、健康づくり協会として、市町村

にも出資をしていただき、県も出資をし、つく

られたものでございます。

そういった意味では、もともと健診がより充

実していくために、県と市町村とが一体となっ

てこういった団体をつくっていくことで、住民

の健康づくりに寄与しようということでつくら

れたものでございます。

一方で、委員の御質問にありましたとおり、

民間の健診機関もだんだんと今はふえてきてい

るところでございますし、また、医療機関にお

いても個別の健診方式というもので、市町村か

ら受託をして取り組まれるというところも出て

きてはいるところですが、まだ中山間地におい

ては、集団方式で検診車が出向いて行くという

ことによって、健診率を上げるという必要性は

あろうかと考えているところです。

なお、現在は、健康づくり協会の事業、いわ

ゆる健診事業につきましては、特に県が何らか

の委託をしているというものではなく、自主的

なものとして、市町村あるいは企業等にできる

限り安い費用で、なおかつ検査精度も高め、な

おかつ継続的な健診結果をお返しすることで、

より意味のある健診を行おうということで取り

組みをしているところでございますので、そこ

は他の健診、民間健診に負けないように協会と

しても頑張っているということでございます。

必ずしもそのことが、民間の事業者に対する圧

。 、迫というものにはなっていない 我々としては

県民に対してよりよい、精度の高い健診の提供

を行っているというふうには考えております。

要するに、簡単に言えば、民間の○井本委員

医療を補完しているというようなことですな。

補完○日高福祉保健部次長（保健･医療担当）

というと、そちらがメーンという考え方になり

ますけれども。

そっちがメーンでしょ。○井本委員

、○日高福祉保健部次長 保健･医療担当（ ） いや

市町村においては、個別方式も必要ですし、ま

た集団方式というものも必要であろうと。

また、事業所にとりましては、やはり集団方

式の健診を行うという形も必要であろうとは考

えておりますので、それぞれがお互いのメリッ

トを提供しているというふうには考えておりま

す。

わかりました。○井本委員

それと、公社等の自己評価というのは、活動

内容と財務内容、組織運営とかあるわけだけれ

ど、効果といったらどれだけ健康が増進された

かというようなことを出すのが、本来的な効果

のような気がするんだけれど。そういうものは

出ないの。出すのは難しいの。あれをやって効

果が出たというのが、本来的な評価でしょう。

こんな活動をやったとか何とか、それは、あな

、 、たのところの勝手な自己評価であって 本当に

どれほどの効果が出たのかというのが、それこ

そ評価の対象になるべきなのに、そんなものは

何も書いていないけど、その辺はどうですか。

県民の健康づくりという○矢野健康増進課長
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観点で、その一部をこの公益財団法人が担って

いるということになるかと思います。

そこの効果の指標として、県民の健康寿命で

ありますとか、疾病の罹患率でありますとか、

そういったところに、指標を用いる考え方をと

れるかについてなんですが、やはりこの財団だ

けの成果というものにはなってこないと思いま

すので、なかなか難しいのかなと考えます。

だから、評価してもしようがない○井本委員

ものを評価しているような気がして、無駄なこ

とはやらないほうがいいんじゃないのかという

。 、 。気がしている まあ それはそれでいいとして

隣の176ページの移植推進財団の、臓器の移植

ですよね 財団の組織運営がＣというのは やっ。 、

ぱりちょっとこれはひど過ぎると思うんです。

これは、何らかの手を打たないといかんのじゃ

ないかと思うけれど、何か考えている。

こちらにつきましては、○矢野健康増進課長

、 、平成27年のところから 取り崩し額をふやして

人件費、人員をちょっと増加させたところであ

ります。

ただ、やはり取り崩しのところの額がふえて

いきますと、財政的なところが難しくなります

ので、自己収入をふやしていく取り組みと並行

しつつ人員的なところを、他県の状況とかも参

考にしながら、今後、どのように進めていくか

ということを考える必要があるかなと考えてお

ります。

これも、やっぱり国がこういうの○井本委員

をつくりなさいと。財団法人ですよね。県が出

して第三セクターみたいな感じになってるわけ

だけれど。これは、国が法律で決めて、こうい

うのをやれというふうになったわけですか。

もともと、こういった移○矢野健康増進課長

植の円滑な実施のための、国庫補助金という形

で各県がやっていたところでして、ちょっと詳

しい年があれなんですが、平成10年代のころま

では国庫補助金だった形があります。

財団のような形に全ての県がなっているわけ

ではないんですが、多くの県については、こう

いった財団のような形をとって、独立した組織

として移植のあっせんとか普及啓発とかをやっ

ている状況で、必ず財団をつくってやるという

ことではないんですが、多くの県ではこういっ

た形でやっている状況にはなっております。

第三セクターみたいにして、県の○井本委員

職員が入ってやっとるもんだから。私は、どう

しても公務員が入ると、あなたたちが悪いとい

うわけじゃないんだけれど、一生懸命さが、ど

うしても足らんのじゃないかという気がするん

だわ。やっぱり臓器移植を一番必要としている

人たちが、本当は先頭に立ってこういうものを

やっていけば、私は、もっと多くの人の賛同を

得て、もっといろんな運動ができるんじゃない

のかと思うんだけれど。何せ公務員さんが一番

前に立っていたら、進む運動もなかなか前に進

。まないんじゃないかなという気がするんだよね

何かやり方として、もうちょっと違う組織を模

索してもいいんじゃないのかなという気がする

んだけれど。

私ど○日高福祉保健部次長（保健･医療担当）

もも、移植推進財団につきましては、悩みなが

ら対応をしているところであります。

もともとはやはり、175ページの概要のところ

にもございますけれども、臓器の移植に関する

法律に基づきまして、この法人を県や、あるい

は、当時民間の方からの御寄附をいただきまし

て。この出資額 5,600万ですか、これらを出─

し合って、そして、その運用益で人を、専任の

職員を雇用して事業をやっていこうということ
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で、始まったものでございますが、御存じのと

おり、金利が非常に低くなりまして、なかなか

組織体制を、出資金に基づく運用益から捻出で

きないという状況で 大変厳しい取り組みを行っ、

ているというところでございます。

県職員は、逆の意味で、なかなか組織が脆弱

であるがゆえに、力をかさざるを得ないという

ことで、私どもとしては頑張っているというふ

うに思っているところでございまして、その点

をぜひ御理解いただければと思います。

、 。○井本委員 頑張っているのは 私も認めます

本当に公務員も一生懸命に頑張っているんだけ

れど、いわゆる事業をおこすときの、公務員と

か国というのは、最初の火起こしの部分じゃな

いかといつも思うんです。最初の火起こしの部

分を公務員 国家事業とか 県の事業とかでやっ、 、

て結構なんだけれど、火をつけたら、後は民間

のほうの力を借りてそれを伸ばしていくという

のが、一番いいんじゃないのかなと思っている

もんですから。いつまでも公務員さんが携わっ

てると それこそつけた火も消えてしまうんじゃ、

ないかと思って。私なんかはそんな感じでおる

んだけれどね。だから、もうちょっとやり方を

考えてもいいときが来てるんじゃないのかなと

老婆心ながら思うんですが。

移植推進財団と健康づくり協会○右松委員長

のほうで関連がありましたら、お願いします。

団体の協力ということで、ライオ○有岡委員

ンズクラブで、献血を協力させもらって一緒に

動いたりするんです。例えばロータリークラブ

とか、いろんな団体がありますが、そういった

ところとタイアップするとか、もう少し民間を

巻き込むようなことも考えてみられると、活動

が広がるような気がしていますし、４万枚のカ

ードの配布なども、もう少し広く県内で協力体

制ができるような気がしています。御意見とし

てよろしくお願いします。

特に寄附金の募集などの○矢野健康増進課長

ために、今、商工会連合会などにも積極的に出

、 、向く形で寄附金を募集したり 協会けんぽとか

いろんなところの関係事業者にも出向いて、自

動販売機の設置とか、そういったところの御理

解を得るべく、少しずつ進めているところであ

ります。御指摘いただきましたように、引き続

き進めていきたいと思います。

15ページの県立看護大学の件でお○有岡委員

尋ねしたいと思います。地域貢献の取り組みと

いうことで、認定看護管理者とか、訪問看護師

の育成は、今日に合った取り組みだというふう

に理解しているんですが、以前やっておりまし

た離職者の再教育、こういったものを現在は取

り組んでいらっしゃるのか、そこ辺をちょっと

確認でお尋ねいたします。

離職者の看護職、特に看○田中医療薬務課長

護師の再教育のことかと思います。

、 、その事業につきましては 現在といいますか

、看護協会のほうに私どものほうから委託をして

看護離職者の再教育に関する事業 講習会で─

すとか、そういったものを実施して、離職者を

一人でも現場に戻すといったような、看護師不

足にも対応する取り組みを実施しております。

看護協会のほうへの委託事業という形と、看

護大学のほうももちろん、いわゆるある種の専

門機関でございますので、そういったところが

連携して、より充実したそういった研修をする

というようなことで、実施をしております。

午前中に、県病院の採用の中で、○有岡委員

看護師と助産師の区分け、役割が出たというこ

とだったものですから。例えば、助産師の再就

職のときのアドバイスを看護大の中で。専門性



- 45 -

平成29年９月21日(木)

がありますので、そこで勉強して試験を受ける

とか、細かいんですけれども、そういったとこ

ろまでサポートしていただけると、ますますそ

ういう助産師の方も、また復帰ができるんじゃ

、 。ないかなと そんなことを考えたもんですから

そういう意味では、公立大学法人になりまして

も、県立看護大学の取り組みとしては、ますま

すニーズが高まっていくんじゃないかなという

期待をしているもんですから、そんな御質問を

させてもらったところです。

、 、そういう意味で 看護師協会だけじゃなくて

助産師というふうなくくりも、もう一つちょっ

と注目していただければありがたいと思いまし

て、よろしくお願いします。

関連があれば、お願いします。○右松委員長

よろしいでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次に、その他報告事○右松委員長

項に関する説明を求めます。

厚生常任委員会資料○成合国民健康保険課長

の10ページをお願いいたします。

国保事業費納付金等の試算結果につきまして

御説明したいと思います。

、 。まず １の試算の目的についてでございます

平成30年度以降の国民健康保険制度におきま

しては、県も保険者の一員となり、県全体の財

政運営の責任主体として、国保運営に中心的な

役割を担うとされております。

30年度からの新しい制度におきましては、県

が算定します市町村ごとの納付金、標準保険税

率等が、各市町村の保険税算定の目安となりま

す。

そこで今回は、納付金等の算定方法や激変緩

和のあり方について、具体的に協議・検討する

ために行ったものでございます。

２の納付金等の試算方法をごらんいただきた

いと思います。

まず、試算の前提条件としまして （１）にあ、

りますとおり、今回の試算では、国の方針に基

づきまして、30年度から実施されます全国

で1,700億円規模の財政支援の拡充のうち、算定

可能な1,200億円を試算に反映しております。29

年度の予算ベースで算定しております。

平成30年度からの新制度の考え方で、平成29

年度の納付金を算定したらどうなるかという試

算でございます。

次に、試算の手順ですけれども （２）にあり、

ますとおり、まず、29年度の国保医療給付費等

を推計した上で、県全体の納付金必要額を算定

いたします。

次に （３）にありますとおり、市町村ごとの、

被保険者数、所得水準、医療水準等に基づき、

各市町村の納付金を算定いたします。

この部分につきましては、右側の11ページ、

国保事業納付金の市町村への配分イメージ図と

いうのがございますけれども、こちらをごらん

いただきたいと思います。

市町村納付金は、被保険者などに応じた案分

と所得水準に応じた案分で、それぞれに医療費

水準を反映して配分することになります。

例としまして、下のほうの段の横長の図がご

ざいますけれども、左側のＡ市とＢ市の比較で

は、Ｂ市の医療費水準が高い分、黒く着色され

ている部分ですけれども、納付金が高くなりま

す。

右側のＣ市とＤ市の比較ですと、Ｄ市の所得

水準が高い分、納付金が高くなります。

ただし、これは金額ベースでの比較でござい

ますので、米印にありますとおり、医療費水準

が同水準の場合は、所得に対する負担率は同程
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。度ということで御理解いただければと思います

10ページに戻っていただきまして （４）です、

けれども （３）で市町村ごとの納付金を算定し、

た後に、各市町村の保険税必要額を算定いたし

ます。

30年度以降、市町村は保険税を徴収し、それ

を財源としまして県に納付金を納めることにな

りますけれども、市町村には、保険税以外に市

町村の特殊事情等に基づく歳入がございますの

、 、 。で その分 保険税で集めるべき額が減ります

また逆に、保険事業等の財源を保険税として

いる市町村は、その分、保険税で集める額がふ

えるということになります。

これらの額を納付金に加算・減算することに

よりまして、市町村が保険税として集めるべき

保険税必要額②を算定いたします。

また、これに基づきまして、保険税必要額を

集めるために必要となります標準保険税率、こ

れを市町村に示すということになります。

次に （５）ですけれども、今回はあわせて激、

変緩和につきまして検討いたしました。

今回の制度改革におきましては、平成28年度

を基準としまして、30年度以降の保険税額が増

加する場合には激変緩和を行うよう、国からも

求められているところでございます。

その財源としまして、今回の試算では、先ほ

ど申し上げました算定可能な公費拡充分1,200億

円のうち、250億円を激変緩和措置の財源として

活用するというふうになっておりまして、この

うち本県には２億4,000万が交付される見込みと

なっております。

一番下の表をごらんいただきたいと思います

けれども、一番左の欄が、28年度の決算見込み

額に基づきます１人当たりの保険税必要額①で

あります。

この①は、本来市町村が保険税として集める

べき額でございまして、保険税額を抑制するた

めに繰り入れている金額などは考慮いたしてお

りません。県全体の平均では、年額で10万9,189

円となっております。

次に、試算結果の欄のうち、左側の激変緩和

措置前の欄をごらんいただきたいと思います。

今回の試算では、一番下の平均の欄にありま

すとおり、激変緩和措置前において、県全体平

均の１人当たり保険税必要額②は、年額で９

万8,034円となっております。

28年度の①と比べまして、年額で１万1,155円

の減となっているところですが、12ページに市

町村別一覧表がございますので、そちらをごら

んいただきたいと思います。

市町村ごとの試算結果となりますけれども、

真ん中あたりの激変緩和措置前の欄の増減額の

ところを見ていただきますと、綾町と西米良村

におきましてプラス、増加という結果になって

おります。

この要因ですけれども、これまでは、現行制

度では、各市町村が独自に医療費や所得に応じ

まして保険税等を算定しておりましたが、先ほ

ど申し上げましたとおり、制度改正によりまし

て、県全体の医療費等を市町村ごとの医療費水

準、所得水準に応じまして案分するということ

になります。

また、財政運営が県単位化されることにより

まして、これまで各市町村に交付されておりま

した公費の一部が、県に一括して交付されまし

て、それを納付金算定のルールによりまして、

改めて各市町村に配分するということになりま

すために、制度改正前と改正後とで、各市町村

ごとの交付額に変動が生じるということによる

ものと考えております。
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そこで、先ほどの２町村で、試算額が28年度

の保険税必要額を上回るという結果になりまし

たので、先ほど申し上げました激変緩和用の暫

定措置分の２億4,000万円を活用しまして、28年

度の保険税必要額を上回らないよう、激変緩和

措置を行った場合の試算を行ったところでござ

います。

ただいまの市町村別一覧表の右側、激変緩和

措置後の欄をごらんいただきたいと思います。

綾町と西米良村の保険税必要額が、28年度を

上回らないよう公費を投入いたしましたので、

全ての市町村で28年度を下回るという結果に

なっております。

また、２町村に投入した額の合計が２億4,000

万に達しませんでしたので、その残余の額につ

きましては、全市町村の納付金を削減する財源

として活用しております。そのため、２町村以

外の市町村におきましても、激変緩和措置前よ

り激変緩和措置後の保険税額がさらに減少して

おります。

また、県全体では、保険税必要額③のところ

ですけれども、年額で９万7,189円となりまし

て、28年度と比べまして１万2,000円の減となっ

ております。

次に、今後のスケジュールですけれども、11

ページに戻っていただきまして、一番下の３に

なります。

10月に、国から30年度の納付金の算定に必要

となるデータ等の仮係数が示されるという予定

でございます。

これに基づきまして納付金等の算定を行いま

して、11月にその結果を市町村へ提示予定とし

ております。

市町村におきましては、この結果に基づきま

して、予算編成作業や税率の検討を行っていた

だくというふうになると考えております。

そして、12月に国から示される確定係数を用

いまして、翌年の１月に最終的な納付金等を確

定しまして、市町村へ提示したいと考えており

ます。

今後とも、市町村と連携しまして、来年４月

施行に向けて審議を進めてまいりたいと考えて

おります。

続きまして、次に、宮崎県国民健康保険運営

方針の検討状況につきまして御説明したいと思

います。

資料は、13ページになります。

まず、１の運営方針策定の目的でございます

、 、けれども 30年度以降の新制度におきましては

県も国保の保険者ということで、財政運営の責

任主体として中心的な役割を担うというふうに

されておりますけれども、一方で、市町村にお

きましては、地域住民と身近な関係の中、資格

管理、保険給付、税率決定等、地域におけるき

。め細かい事業を引き続き担うとされております

このため、県と市町村が一体となりまして、

国保保険者の事務を共通認識のもとで実施する

ということと、各市町村が事業の広域化や効率

化を推進できるよう、県内の統一的な運営方針

を定めるというものでございます。

次に、２の運営方針の概要でございますけれ

ども、別冊資料をお配りしておるんですけれど

も、資料１、Ａ３版の要約でございます。こち

らで簡単に御説明したいと思います。

まず、第１章の基本的な事項では、本方針の

対象期間を30年度から32年度までの３年間とい

たしております。したがいまして、運営方針は

。３年ごとに見直すということになっております

第２章の医療費及び財政の見通しでは、当面

の国保医療費及び財政の見通し、赤字解消の取
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り組み、財政安定化基金の活用方法を記載いた

しております。

第３章の納付金及び標準保険税率の算定方法

では、納付金等の算定方法について記載してお

りますけれども、先ほど御説明しました試算で

用いました考え方と同様のものでございます。

、 、それから ③の激変緩和措置につきましても

適切に実施するということにしております。

右側のほうの第４章から第６章までは、制度

改革後も、各市町村が主体となって担っていた

だく保険税徴収、保険給付、医療費適正化、こ

ういった取り組みについて記載しておりますけ

れども、これまでは各市町村が、それぞれの考

え方あるいは方針に基づきまして事業を実施し

ておりますために、市町村間で取り組みに差が

あったり、事務処理にばらつきがあったりして

ございます。

このため、可能な限り均一化や効率化を図る

ということを目標にしまして、市町村と協議を

行い、協議が整った事項について記載をいたし

ております。

例えば、第６章ですけれども、医療費適正化

の取り組みでは、特定健診の実施率向上やジェ

ネリック医薬品の使用促進、適正受診・適正服

薬の推進などに、県と市町村が連携して取り組

むというふうになっております。

第７章では、事業運営の広域化や効率化を推

進するために、国保連合会での共同事業の継続

のほか、県において標準的な事務処理要領を定

めるということにいたしております。

簡単でございますけれども、以上が運営方針

の概要でございまして また常任委員会資料の13、

、 、ページのほうに戻っていただきまして 最後に

３の検討経過及び今後の予定でございます。

昨年４月に制度改革に係る準備に本格的に着

手したところですけれども、この間、市町村と

の協議の場である広域化等連携会議や実務担当

者による４つの部会で協議を重ねてまいりまし

た。

本年３月には、運営方針を御審議いただく宮

崎県国民健康保険運営協議会を設置いたしまし

て、運営方針に関する諮問を行ったところでご

ざいます。

今後、この運営協議会の審議を経まして、市

町村へ意見聴取を行い、年内には運営方針を決

定、公表したいと考えているところでございま

す。

国民健康保険課の説明は以上でございます。

障がい福祉課でござい○日髙障がい福祉課長

ます。

。常任委員会資料の15ページをごらんください

国民文化祭及び全国障害者芸術・文化祭開催

準備の進捗状況について御説明をいたします。

平成32年に本県で一体的に開催いたします国

民文化祭と全国障害者芸術・文化祭につきまし

ては、これまでも報告させていただいたところ

でありますが、今回は、現在の進捗状況につい

て、本委員会と総務政策常任委員会にそれぞれ

報告をするものでございます。

まず、１の第１回国民文化祭企画会議の開催

についてであります。

国民文化祭の企画会議は、総合政策部が所管

しているものでございますが （３）の役割にあ、

りますとおり、国民文化祭の基本構想や実施計

画に関する事項や、準備・運営等に関する審議

を行う組織であります。

全国障害者芸術・文化祭につきましても、別

途、年度内に企画運営委員会を設置しまして、

具体的な実施計画の策定や準備を進めていくこ

ととしております。
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今回は、これに先んじて国民文化祭企画会議

を設置し、第１回目の会議を（１）にあります

、 。とおり ８月21日に開催したところであります

（２）の委員の構成は、次ページに名簿をつ

けておりますが、歌人で、宮崎県立図書館名誉

館長の伊藤一彦先生が会長に、宮崎県立看護大

学教授の大舘真晴先生と、宮崎日日新聞社生活

文化部長の中川美香氏が副会長、ほか文化関係

。者の13名で構成をしているところでございます

15ページにお戻りをいただきまして （４）の、

協議事項でございますが、国民文化祭、全国障

害者芸術・文化祭を開催するに当たっての基本

方針、キャッチフレーズ、会期などをまとめた

基本構想（案）について御協議をいただいたと

ころであります。

その際に、委員からは （５）の委員の主な意、

、 「 、見にありますとおり ①の 宮崎に来てもらい

知ってもらう。そして、県民の参加を促すよう

な取り組みが必要 、②の「昔ながらの文化も新」

しい文化も、若い人も高齢者も、平野部も山間

部もそれぞれにスポットライトが当たるような

大会にしてほしい といった御意見や ⑤の 食」 、 「

文化を入れることで、みんなが参画しやすくな

る」などの幅広い御意見をいただいたところで

ございます。

これらの御意見を踏まえた上で、基本構想

（案）を作成したところでございます。

17ページをごらんいただけますでしょうか。

基本構想（案）でございます。

まず、１の基本構想の基本的な考え方であり

ます。

（１）の開催の意義につきましては、ページ

の一番下のパラグラフになりますが、平成32年

は、日本書紀編さん1300年という節目の年であ

り、同年には東京オリンピック・パラリンピッ

クも開催されます。このような絶好の機会に国

文祭・障文祭を開催し、国内外から参加者、来

、 。場者を迎え 新たな本県の魅力を発信すること

また、国文祭・障文祭の開催が、県民の文化

活動を活発化させる契機となるよう取り組むと

ともに、文化芸術が持つ県民や地域社会への波

及効果を生かすことで、今後の魅力ある地域づ

くりにつなげていくことなどとしております。

18ページをごらんいただけますでしょうか。

（２）の基本方針、テーマとして５つを掲げ

ております。

、 、「 」まず １つ目は 神話の源流みやざきの探求

としております 本大会の誘致のきっかけとなっ。

ております「記紀編さん1300年記念事業」の集

大成として、県内各地に伝わる神話や伝承、伝

統文化を広く発信するとともに、実際に体験し

てもらいたいと考えております。

２つ目は 「すべての県民が参画し、若い世代、

が輝く」としております。大会の企画運営やイ

ベントの参画はもちろんのこと、参加者や観光

客へのおもてなしについても 県民総参加でやっ、

ていきたいとの趣旨であります。

また、若い世代が活躍する大会にし、国文祭

・障文祭の経験をもとに、次世代の文化活動を

担う人材の育成や個性ある地域づくりにつなげ

ていきたいと考えております。

３つ目は 「新しい出会いから始まる文化の創、

造」としております。本県には、多様な民俗芸

能や伝統行事など、現在まで大切に受け継がれ

ており、また、季節の恒例行事として定着して

いる音楽祭や文化イベントなどもたくさんござ

います。それらを今までどおり継承し、発展さ

せていくとともに、地域や世代、ジャンルを超

えた文化交流をすることで、新たな文化を創造

したいと考えております。
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４つ目は「共に生きる 共に感じる 文化で

つなぐ共生社会」としております。国文祭・障

文祭を一体的に開催し、障がいのある人もない

、 、人もともに参加し 楽しめる大会にすることで

お互いに尊重し合う共生社会を実現するととも

に、新しいボーダーレスな芸術文化を創造した

いと考えております。

なお、企画会議の際に 「障がい者芸術も前面、

に出してほしい」といった御意見や 「障害者差、

別解消法の制定などにより、健常者と障がい者

の関係性は明文化されたので、それを踏まえた

テーマが必要だ」との御意見をいただいたこと

を踏まえ、このようなテーマとしたところでご

ざいます。

５つ目は 「 ひなた」に育まれた食と暮らし、「

そして世界へ」としております。農山漁村文

化、食文化も文化の一つとして捉え 「ひなた」、

の力で育まれた豊かな自然や食についても発信

していきたいと考えております。

次に、２の名称でありますが、先催県の事例

にならい、このような形にしております。

３のキャッチフレーズにつきましては、宮崎

らしさを連想させる、本大会のテーマと合致す

る、宮崎に行きたくなるといった視点に重きを

置き 「山の幸 海の幸 いざ神話の源流へ」と、

いたしました。

、 、 、宮崎県では 神代の昔から 豊かな山と海を

。そこから育まれる命をいただいてまいりました

また、それに対する感謝の心がさまざまな文化

として芽吹き、これまで脈々と継承されてきて

おります。このようなすばらしい宮崎に来ても

、 、らい 宮崎の魅力を体感してもらいたいと考え

設定したところであります。

４の主催者につきましては、記載のとおりと

しております。

５の会期につきましては、平成32年10月中旬

から12月上旬までの２カ月弱の期間としたいと

考えております。

理由といたしましては、11月３日の文化の日

を含んでいること、また、神楽の時期をある程

度カバーしていること、また、同年に行われま

す東京オリンピック・パラリンピックの会期な

どを考慮して設定したところであります。

なお、具体的な日程につきましては、現在、

国、関係機関と調整中でございます。

、６のマスコットキャラクターにつきましては

県のシンボルキャラクターとして県民に定着し

ております「みやざき犬」をベースに、本大会

用にアレンジしたいと考えております。

７のロゴマークにつきましては、今後、公募

により決定する予定となっております。

19ページをごらんください。

８の運営体制につきましては、記載のとおり

でございます。

９の開催準備につきましては、記載のとおり

となっておりますが、内容につきましては、こ

の後の説明と重複いたしますので、割愛をいた

します。

お手数ですが、15ページに戻っていただきま

、 。して ２の今後のスケジュール案でございます

今年度は、この基本構想案を実行委員会の委

員の皆様や市町村へ意見照会をかけた後に、10

月23日に予定をしております第２回の実行委員

会においてお諮りし、決定をしたいというふう

に考えております。

来年度以降は、平成30年度の国の実行委員会

での基本構想の承認、平成31年度に、県実行委

員会で実施計画の決定と国の実行委員会での実

施計画の承認、そして32年度秋に、国文祭・障

文祭を開催するという計画を立てております。
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、 、 、参考といたしまして 20ページ 21ページに

現段階での大会準備スケジュール案を添付して

おりますので、後ほどごらんをいただければと

思っております。

私からの説明は以上であります。

糖尿病発症予防・糖尿病○矢野健康増進課長

性腎症重症化予防指針の第１期について御説明

いたします。

22ページをごらんください。

こちらにつきましては、７月の閉会中の常任

委員会でも、その経過を御説明させていただき

ましたが、今般、取りまとまりましたので、今

回、御報告させていただくものでございます。

まず、１の目的・背景でございますが、糖尿

病対策は全国的な課題であり、中でも腎症重症

化予防に向けた取り組みを促進するため、日本

医師会、日本糖尿病対策推進会議、厚生労働省

の三者が、平成28年４月、糖尿病性腎症重症化

予防プログラムを策定しました。

これを受けまして、本県におきましても、糖

尿病対策の推進を図るため、関係機関・団体と

協働し、ことしの８月にこちらの指針を策定し

たところであります。

２の指針の概要であります。

（１）の趣旨でございますが、本指針は、本

県における糖尿病の発症予防、腎症重症化予防

に向けた標準的な取り組みを県内の関係機関・

団体に示すものであります。これによって、県

内の関係機関等の連携が、共通の認識に基づい

て円滑に進むことを狙いとしております。

これに基づきまして、市町村及び保険者は、

地域の実情に応じた糖尿病対策を実施すること

となります。

（２）の指針作成に参画した機関・団体であ

りますが、こちらに記載のございますとおり、

県医師会など５者であります。

３の指針の構成でありますが、６章までの構

成になっております。

別添のＡ３の資料３のほうにまとまったもの

がございますので、ごらんください。

こちらの右上の表は、指針の取り組みを推進

していくための各団体の役割について整理した

ものとなっております。

また、資料の下半分につきましては、その対

象区分ごとの目標設定及び取り組み内容を記載

しておりますが、この指針による取り組みは、

区分アからカまでの６つの区分がございます。

それぞれの区分において、取り組みの対象とな

る基準を明確にするとともに、長期と短期の目

標を設定し、その取り組みの内容を示しており

ます。

また、この表の右側は、その６つの区分の全

体像を示す図となっておりますが、大きく分け

、て上側の糖尿病性腎症重症化予防プログラムと

下側の糖尿病予防プログラムの２部で構成され

ています。

本指針は、数ある合併症の中でも、特に腎症

の重症化予防の取り組みを中心に記載されてお

りますが、これは、国民健康保険改革の一環と

して位置づけられる保険者努力支援制度におけ

る評価指標の一つとなる取り組みになります。

一方、糖尿病発症予防の取り組みも重要であ

りますことから、そのことを含めて記載してい

、 。ることが 本県の指針の特徴となっております

もう一度、常任委員会資料の22ページのほう

をお開きください。

今後の取り組みでありますが、指針に基づく

取り組みが円滑に実施されますよう、県医師会

や保険者協議会と連携しながら、市町村、保険

者、医療機関等を対象とした説明会を開催する
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、 、ほか 指針の取り組みに実効性を持たせるため

今後、各２次医療圏単位で、各関係団体が参加

する協議体の設置などを進めまして、各地域に

おける連携体制の構築を進めていくことについ

て、今、検討しているところであります。

なお、お手元に資料４として、この指針の全

体版をお配りしておりますので、御参照いただ

ければ幸いでございます。

健康増進課については以上であります。

、○右松委員長 執行部の説明が終了しましたが

もうすぐ２時間となって、集中力も切れてしま

いますので、１回休憩を入れさせていただきま

す。55分めどで、再開したいと思います。

暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後２時54分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

その他報告事項について質疑をお願いいたし

ます。

国保のことについてお伺いしたい○丸山委員

、 、んですが 国保を全県下で統一するというのは

基本的には、各市町村では財政が脆弱だから、

しっかりとした県ベースでしたほうが安定する

ということだったんですが、かなりの市町村が

国保の赤字が出ていて、一般会計繰り入れもし

くは基金からのをやっているから、保険料が低

かったというイメージだったんです。今回試算

を出した決算ベースというのが何なのか。12ペ

ージに出している平成28年度の決算ベースの額

は、保険料ではないということで、確認してい

いんでしょうか。それをまずお伺いしたいと思

います。

おっしゃるとおりな○成合国民健康保険課長

んですけれども、要は28年度をベースにしまし

て、29年度の予算ベース、その制度改革を前提

にしたときの、それがどう変わるかという丈比

べをするための保険税額でございまして、おっ

しゃるとおり、実際の被保険者の保険税額とは

かなり異なっております。

具体的には、実際は、市町村は、保険税を抑

制するためというのもありまして、基金等の繰

入金とか、おっしゃるとおり一般会計からの繰

入金等をしておりますけれども、そういったも

のは考慮しておりません。いわば、純粋に保険

税で集めた場合の額ということで御理解いただ

ければと思います。というか、実際はもっと低

くなるというふうに思っております。

例えば、西米良村が今が８万8,000○丸山委員

円というのは、これは、保険税ではないという

。 、 、ことですか イメージ的には 大体基本的には

全市町村で保険料が上がるんじゃないかなとい

うイメージだったのに、下がっているもんです

から。ちょっと不思議なイメージを持っている

んですが、私の考え方が間違っているのかを

。ちょっとお伺いしたいなと思っているんですが

実際の保険税額では○成合国民健康保険課長

ないと申しましたけれども、いわば保険税とし

て集めたときにこの額ですよという目安ですの

で、そういう意味では、比較する基準が同じで

すので、トータルで平均で１万2,000円下がると

いう認識は間違いではないと思います。

ただ、説明が難しいんですけれど、実際のと

ころは、市町村が政策的に保険税を抑制するた

めに、基金を使ったり一般会計を繰り入れたり

していますので、そういう実際の保険税額とは

若干違うというところで。

例えば、今回の28年度の決算ベースのところ

では、実際に19市町村ほどが繰り入れ等を行っ

ておりまして、そこと比較しますと、１万2,000
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円じゃなくて5,000円ほどになってまいります。

だから、実際のところはもうちょっと低いとい

うことです。なかなか御理解が難しいかと思う

んですけれども。

イメージが湧かないんですが。日○丸山委員

之影町が15万円って出ていますよね。決算ベー

スで15万円で、一番高いんですけれど、こっち

側の試算だと９万2,000円とかなり安くなるとい

うことは、なぜなのかよくわからないというこ

となんです。だから、本来は15万プラスここに

ひょっとしたら繰入金とか何か入れていると、

高くなるんじゃないか。全ての市町村で、保険

税が高くなるんじゃないかというイメージを

持っていたのが、物すごく少なくなる。恐らく

来年度、30年度以降、日之影町は激変緩和分を

入れると９万2,000円の保険税でいいんですよと

いう通知が行くことになると、これまでが高過

ぎたんじゃないかというような見方をしてしま

うことになるものだから、その辺の考え方がど

う違うのか、ちょっと説明していただくとあり

がたいかなと思っています。

改めて御説明します○成合国民健康保険課長

と、おっしゃるとおり全体的にはマイナス１

万2,000円ということで、下がるという試算結果

でございます。

これは、冒頭に説明しましたとおり、公費拡

充が、全国ベースで1,200億なので、実はこれが

うちの県には約15億ほど入ってくるという算定

で試算しております。単純に被保険者１人で割

りますと5,000円ほどになるんですけれども、

残った財政支援拡充の効果で、保険税額が下が

るという試算でございます。

あと、なぜ市町村ごとに下がるかというとこ

ろなんですけれども、これは、大きく２つある

と思っておりまして、これも簡単には御説明し

ましたけれど、これまではというか現行は、そ

れぞれの市町村でそれぞれの医療費を、その町

の住民の所得に応じて負担し合うという仕組み

でございます。

制度改革後は、県全体の医療費を例の表にあ

りましたとおり、市町村の医療費水準、所得水

準に応じて負担し合うと、いわば市町村相互の

支え合いという考え方ですけれども、そういう

仕組みになりますので、傾向としましては、所

得水準が高いところには多くの納付金、結果と

して税額が高くなるという傾向にございます。

それともう一つが、国の交付金等の入り方と

いいますか、これも現行ではそれぞれの町の医

療費とか所得水準に応じて それぞれの町に入っ、

てきております。

これが、制度改革では、県平均の割合に応じ

て県に一括して入ります。そうすることで、い

わば今の制度が続いていた場合と、制度改革後

と、市町村ごとに増減が生じるという結果にな

ると、そういうことが原因かなと思っておりま

す。

ということは、30年度以降、県が○丸山委員

全体を集めて、財政は大きくなりますから安定

はするというのはわかるんですけれども、ちゃ

んとこれは、うまく運営はできる、この保険制

度は維持しやすくなるというふうなデータにな

るということですか。ちょっとイメージがわか

りづらいんですが。

制度改革の本来の目○成合国民健康保険課長

的が、今、委員がおっしゃっているような財政

運営の安定というのがございまして。おっしゃ

るとおり、今は市町村がそれぞれ自分のところ

の医療費を推計して、それに基づいて税率等を

決めて、収支をやりくりしているというところ

ですけれども、なかなかそういう見込みが難し
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いという現状と、所得が低い、あるいは高齢化

によって医療費がかかるお年寄りが多くなる、

財政運営に苦慮している、赤字が出ているとい

う状況の中で、制度改革では、先ほど納付金の

仕組みで御説明しましたけれど、県が、県全体

の医療給付費というのをしっかりと見込みまし

て、市町村ごとに先ほど申し上げました案分ル

ールにのっとりまして、納付金というのを決定

いたします。かつ、市町村にはその納付金を集

。めるために必要となる税率もお示しいたします

したがいまして、市町村は、県があらかじめ

お示しする納付金を県に納めさえすれば、その

後の各市町村の医療費というのは、県が全て責

任を持ってお支払いしますので、これまでのよ

うに年度途中で医療費が上がったりしたときに

も、繰り入れとかをする必要はないということ

で 理論的には収支は安定するというふうに思っ、

ております。

あと、ちなみに市町村が、県が示○丸山委員

した保険料を目安に、正式にはそれぞれの首長

さんが議会に提案することになるんですが、そ

の流れ的には、平成30年の２月定例市町村議会

に上げることになるということでよろしいんで

しょうか。

これも、市町村と今○成合国民健康保険課長

、 、協議中の段階ですけれども ２月議会のところ

あるいは６月議会のところもあるようです。

ただ、予算的には、おっしゃるとおり、特別

会計で２月に御審議いただく話だと思いますの

で、県としても早目に確定した数字を示したい

と思っております。

資料２の中からちょっとお尋ねし○有岡委員

たいと思います。４ページに、市によっては３

税方式とか、町村においては資産税割があった

りとかということで、そういった弊害があるん

ですが、過去３年間の平均収納率でいくという

考え方と、右のほうにあるように、予定収納率

の92％や95％、このどちらを優先されて考えた

らいいのか、その点をまずお尋ねしまして、３

税方式に移行していく動きになるのか、そこら

辺をちょっとお尋ねしたいと思います。

保険税の算定方式で○成合国民健康保険課長

すけれども、まずは県が市町村にお示しするの

は、３方式でございます。

これは、４方式が圧倒的に多いんですけれど

も いわゆる資産割というのが加わって４方─

式なんですけれども、資産割の算定ができない

という市町村は、逆にできませんので、横並び

に比較するためには、３方式でお示ししましょ

うというところが一つ。

あと、県内の市町村の実態としましては、28

年度までは23市町村が、いわゆる資産割を踏ま

えた４方式で、３市町村だけが３方式だったん

ですけれども、やはり全国的な傾向というのも

ありますし、制度改革を機に標準保険税率が試

算をして示されるということもありまして、29

。年度から３市町村が３方式に移行しております

計６市町村が３方式という状況になっておりま

す。

、 、○有岡委員 それで その中の一つの例として

収納率の予定として92％とか95％という数字が

出ておりますが、これを一つの目安としていく

のか、それとも３年間の平均を算出してやるの

か 例えば 宮崎市が 収納率が91.43ですか 92。 、 、 、

を下回っていますので、そうすると宮崎市の収

納率はこれぐらいでいいとか、下がるわけです

ね。そこら辺の現場の取り組み方はどうしたら

いいんでしょうか。

税率算定に当たって○成合国民健康保険課長

の収納率ということだと思うんですけれども、
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基本的には過去３年の平均値を用いて税率算定

するようにしております。

それとは別に、いわゆる収納率の目標としま

しては、もっと高い数字を掲げるように出して

はおります。算定上は、あくまで過去３年の平

均ということです。

参考までに、例えば西米良村とか○有岡委員

椎葉村は100％ですので、100を３年間の平均と

して考えると100ということでよろしいんでしょ

うか。

この場合は上限がご○成合国民健康保険課長

ざいまして、97％というふうにしております。

なかなか難しくて。できるだけ公○井本委員

平に負担をさせようという趣旨で、いろんな係

数が出ているんだろうと、私は理解しているん

ですが。だから、中身については、あんまりわ

からんけれど、そもそもの趣旨は安定化させる

ためだということなのか、あるいは国の負担を

低くさせて、我々県の負担が大きくなるんじゃ

ないのかとか、心配するわけです。その辺はど

うなんですか。

今回の制度改革で、○成合国民健康保険課長

国が約束しておりますのは、30年度から1,700億

、 、円を財政支援拡充しますということで これは

全額国費でございます。県、市町村の負担増は

ございません。

あと、財政運営の安定というのが、やはり公

費拡充とセットで、本来の目的ではないかとい

うふうに思っております。

医療費は、今、毎年１兆円ずつか○井本委員

、 、さむのに 国がそんなのを出してくるのかなと

不思議な気がするんだけれどね。もう、それは

。国を信じないとしようがないということですか

これは、社会保障制○成合国民健康保険課長

度改革の一環として、平成27年度だったと思う

んですけれども、国の方針ということで。もと

もと消費税財源が８％に上がったときに、その

一部分を活用されております。

激変緩和というのは、３年間を一○有岡委員

つの目安にするということですか。例えば、も

う４年目にはこの措置ができないということに

なりますと、恐らく２億4,000万分の負担が各市

町村に出てくるということを想定して準備して

いかないといけないと思うんです。

そういった意味で、例えば滞納対策ですか、

そういったのも、今後市町村の担当なのか。そ

れとも県も携わっていくんでしょうが、滞納対

策として、例えば、今までのように資格証明と

いうようなやり方で発行して対応するのか。分

納誓約をとるという昔のやり方、こちらでは強

制的な徴収とかがあるんですが、県が今後所管

する中で、どういうふうに現場と、市町村とう

まくそこ辺の協力体制ができるのか、大変危惧

しておりまして。滞納者の立場から見ると、資

格証明書しかもらっていないから、払わんでい

いんじゃないかというのがよくあるんです。だ

から、そこら辺の対策をしっかりやらないとい

けないと思うんですが、そこら辺の現場とのす

り合わせはいかがなものでしょうか。

基本的に、県は直接○成合国民健康保険課長

滞納整理に携われないので、市町村への指導助

言なり、研修等でスキルアップを図っていると

いう状況ですけれども、一方で、やっぱり市町

村の方々には、ぜひ、メリハリといいますか、

本当に悪質な方、払えるのに払わないという方

については、先ほどの資格証もそうですけれど

も、厳格な対応をしてほしいという話もさせて

いただいているところです。

関連があれば。なければ、それ○右松委員長

以外でありましたら、お願いします。
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国民文化祭の基本方針が、５つあ○井本委員

りますよね。大きなコンセプトですね。これは

これでいいんですが、これをもっと大きなコン

セプトとして、キャッチフレーズとして 「山の、

幸 海の幸 いざ神話の源流へ」というのが大

きな、それこそ最大のコンセプトですわね。

それで、我々は、神話といったら古事記、日

本書紀というのがもうぱっと来るんだけれど、

普通のほかの県民からして、神話といったら昔

話みたいな、何かそんなイメージがあるんじゃ

ないのかなという気がするんです。

だから、もうちょっと具体的にイメージが湧

くように、神話の源流という言い方より、何か

もうちょっとあったらいいんじゃないのかと。

これは、まだ決まったわけじゃないわけでしょ

う、案でしょう。もうちょっと何か、その辺、

みんながぽっとイメージが湧くような。確かに

宮崎県民は、神話というと古事記、日本書紀と

いう感じが、ぴんと来るのだけれど、それはあ

くまでも我々のイメージであって、普通の、ほ

かの県民が見たとき、神話というと、昔から伝

わってくる地元の神話か何かを思い出すと思う

んだよね。何かもうちょっと言い方がないかな

という感じがするんだけれどな。

今 井本委員がおっしゃ○日髙障がい福祉課長 、

るような部分は、いろんな大会をして、キャッ

チフレーズをつくっていくと、どうしても、端

的にどういうふうな表現になるのかというとこ

ろで、なかなか難しいところでありまして。企

画会議の中でも、今回、国民文化祭につきまし

ては、記紀編さん1300年事業の集大成というこ

とで、これまで記紀編さん事業の中で、いろん

な形で根づいてきた部分、アピールしてきた部

分があって、いろんな意見が出たところです。

ただ、やっぱりキャッチフレーズとして使っ

ていく分については、どうしてもどれかを決め

ていかないといけないという部分はあって、根

幹の部分としてこういう。今、ちょうど神話の

源流ということで、いろんな形でキャンペーン

も打っていますので、そういう部分も使いなが

ら、やはり宮崎というものをいかに神話の源流

としてのアピールをしていって、県民はもとよ

り、県内外の人たちにアピールしていくかとい

うところは、これからの工夫かなと思っており

ますので、いろんな形で、また実行委員会も含

めて意見をいただきながら進めていくことにな

るのかなと思っております。

確かにね。だから、何度も言うよ○井本委員

うに、神話というイメージが、今度の記紀編さ

ん1300年も、７年前からやっているのに、どれ

くらい効果があったのかと思っている。宮崎県

民の中では一生懸命やっているんだけれどね。

だから、もうちょっとアピール力のある言葉

を 「天皇家のふるさと宮崎」と、わざわざ梅原。

さんが言ってくれとるんだから 「天皇家のふる、

さと宮崎」という、そういうキャッチフレーズ

を打ったらどうだと私はあのときに言ったんだ

けれど。知事は受け入れてくれんかったんだけ

れど。

私の案をとれと言うんじゃないんだけれど、

もうちょっとアピール力のあるような。神話の

源流というと、みんながどういうイメージが湧

くのかなという感じがするもんだから。もう

ちょっと古事記とか日本書紀のイメージがぽん

と出てくるような言葉がないのかなという気が

するわけです。

私もこうしたらという文案があるわけじゃな

いけれど、その辺もちょっとまた考えてみてく

ださい。

鹿児島のやねだんという地区に、○有岡委員
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この前お邪魔させていただきまして、300人ぐら

いの集落だったんです。ここで、豊かさの一つ

のシンボルとして、空き家を改修して、文化人

を呼んで、そこに来ていただいた方たちに子供

たちの指導をしてもらって、文化に触れてもら

うという取り組みをしていらっしゃるんです。

この国民文化祭をきっかけに、そういう市町

村をもっとその先の、もっと小さい集落までそ

ういった文化活動が定着して、そこから子供た

ちが育って、またつながっていくような、そう

いう一つの例として申し上げたんですが、そう

いったところで掘り下げていくような仕かけが

必要じゃないかなと一つ思っておりまして。み

やざき文化振興課や特別支援学校の協力も必要

ですが、市町村のその末端までそういった豊か

さの追求ができるような呼びかけというんです

か、そういったものが今回、いいきっかけでは

ないかなと思っているんですが、そういったと

ころまで県が全てやるわけじゃないんですが、

そういう種まきをしておく必要があるような気

がするんですが、いかがでしょうか。

今、有岡委員が言われ○日髙障がい福祉課長

たような件に関しましては、今後、国民文化祭

を市町村も巻き込みながらいろんな形で、全国

障害者芸術・文化祭もそうなんですけれども、

取り組んでいかなければいけないと思っており

ますので、そういう部分も踏まえながら、基本

テーマの中にも「若い世代が輝く」という部分

もありますので、地域の中から次世代の文化を

担う人たちが出てきていただけるような取り組

みができればなと考えております。

ことしも文化祭が、今度は奈良県○日髙委員

で行われまして、また来年は大分、新潟で行わ

れるということなんですけれども、実際にこの

大会には誰かが行かれる予定というのは、もう

組まれているんですか。

何回かに分けて視察と○日髙障がい福祉課長

いう形で奈良のほうに。今回、奈良のほうが、

国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭を一体的

に開催する初めてのイベントということになり

ますので、先日、９月２日にオープニングが東

大寺の前庭、野外で行われました。私も行って

まいりましたし、みやざき文化振興課のほうか

らも視察ということで行っております。

いろんな形で、新しい企画ということで、一

般の方のオープニングに障がい者の方が一緒に

入って、コラボレーションをするようなイベン

トとか、そういうものも発案をされてやってお

られましたので、いろいろ参考にさせていただ

きたいと考えております。

実際にコンサートとかテレビの中○日髙委員

継などがあったんですけれども、本当に魅力的

で全国から人が集まっているというような形

だったので、ぜひ、これから宮崎も取り組んで

いただきたいなと思うんですけれども。

今、本当に神話ということで、宮崎出身の西

島千博さんも、オリンピックに向けて開会式に

神話をどうしてもやりたいんだという意気込み

でやっていらっしゃるんですけれども、今、い

ろんな都道府県で活動されているので、その中

で、一緒にＰＲとかというのはなされていない

んでしょうか。

これから全国に向けて○日髙障がい福祉課長

のＰＲという部分は、国民文化祭、全国障害者

芸術・文化祭に向けてやっていかなければいけ

ない。特に東京オリンピック・パラリンピック

と同じ年でありますので、その中で、いろいろ

ＰＲする場面も多く出てくるんではないかなと

いうふうに考えておりますので、いろんな形で

みやざき文化振興課と一緒になりながら、国民
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文化祭、全国障害者芸術・文化祭一体開催とい

うことで、盛り上げていければと考えておりま

す。

糖尿病予防の指針等についてなん○丸山委員

ですけれども、前回の委員会のほうでも、こう

いう取り組みをやりたい、指針をつくりたいと

いう説明を受けました。そのときに、宮崎県が

、 、メタボ率が29％で 全国４位で高かったりとか

野菜の摂取量が266グラムでかなり少ないとかい

うのがあって、しっかりそういうことを改善し

ていきたいというようなイメージのものが出て

くるのかなと思ったんですが。例えばメタボ率

を下げたいとか。

その前に、受診率が、全国では40％なのに宮

崎県はまだ30何％で低いわけですから、それを

しっかり。まず健診をしていかないと、糖尿病

予備軍であるのかもわからないということなも

のですから、その辺は、具体的に何か指針で。

指針ですから、こういうふうにやりたいという

方向だけで、余りに漠然とし過ぎていて、各２

次医療圏でそれぞれ取り組んでくださいという

、 。ことなんですけれども 目標がなくていいのか

ただ指針だから、こういうことでやりなさいと

いうことだけのもので終わってしまうと、何か

もったいないなというような気がするんですけ

れども、その辺は、これぐらいのもので終わる

ということなんでしょうか。具体的な行動が見

えてこないような気がするし、若干わかりづら

いなというように思うんですが、この指針をど

う活用していくのかなと思っているんですが。

一つは今 委員のおっしゃ○矢野健康増進課長 、

られたところで、発症予防についてどのように

進めていくかという話と、健診をどのように進

めていくかという話と、それぞれいただいたか

と思っております。

前回の委員会でも申しましたとおり、野菜の

摂取が少ないとか、メタボの比率が多いとかと

いうのが、本県の特徴としてあるわけでござい

ますが、それに関する取り組みとしては、この

区分アのところが、その対象となる取り組みと

いうことになります。

具体的な目標などは、健康みやざき21の改定

を進めておりまして、今後、こちらのほうで県

の目標と具体的な定量的目標は定めていくこと

になるかと思いますが、こちらについては市町

村が、あるいは保険者がと、県内にいるそれぞ

れのステークホルダーといいますか、関係者の

役割を定めていくということになりまして。

資料４の８ページ目のほうに、ちょっと細か

くなってまいりますが、具体的な取り組みがご

ざいます。県が進めていくチラシとか、パンフ

レットとか、そういったものの普及啓発を全団

、体が取り組んでいくということもございますし

あと、県の役割、あるいは市町村の役割、保険

者の役割というところをちょっと整理しており

ます。

定量的な目標というよりは、こういったとこ

ろの役割を整理して、基本的にはそれぞれの市

町村、あるいは保険者でどのように取り組んで

いくかをさらに検討していただきたいというの

が、その指針の趣旨ということにはなります。

あと、健診の受診者の増加という意味では、

このイの取り組み、隣の９ページのところがポ

イントになってきます。

ただ、今までも健診受診の取り組みというの

は、保険者もしてきたわけでございますが、な

かなか医療機関まで巻き込んだ取り組みはな

かったということになります。つまり、医療機

関にかかっている患者さんに 「あなた、健診を、

受けましたか」というような感じで、病院や診
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療所の先生がそういったことを、なかなか言う

ことはなかったということになりますが、今回

の画期的な点としましては、医療機関のところ

にもこういった患者さんに対して健診受診を促

すというのが入っております。

こういった取り組み 医療機関側の意識を─

医師会などを通じて示すことによって、県内に

共有していくということは、健診受診をさらに

ふやしていくという意味では、一つの新しい取

り組みになってくるかと思います。

具体的な目標というのは、各市町村ごと、あ

るいは保険者ごとにまた定めていって、取り組

。んでいただくというような形で考えております

いろんなまだ計画があって、それ○丸山委員

で細かいことは決めていくとわかりました。

あと、確認をしたいんですが、宮崎県は糖尿

病の透析みたいなのが多いからということで行

動指針を出したのか、ほかの県はまた別な指針

というのを出しているのか。これは、全国統一

で指針を出したのか、どっちなんでしょうか。

これは、常任委員会の資○矢野健康増進課長

料の22ページのところ、目的・背景のところで

御説明しましたが、基本的には、国がまず日本

全体の、厚生労働省、日本医師会、糖尿病推進

会議が連携してこれを進めていくと。全国規模

で、レベルでこういった取り組みを進めていく

という指針を示したということがございます。

それを受けて、あわせて国民健康保険改革の

中で、糖尿病対策を進めていくことが評価指標

になっていると。全ての市町村が取り組んでい

く、全ての県が取り組んでいくということが評

価指標になっている。それに基づいて保険者努

力支援制度の公費の配分の差をつけるというよ

うな形のインセンティブが導入されるというこ

とになっておりますので、こういった国の動き

を受けまして、各都道府県で、今、整備が進ん

でいるというふうに聞いております。

さらに、都道府県でつくったものを受けて、

市町村がさらに取り組んでいくというような流

れで、県内でも、もう既にこの指針をつくって

いる市町村がございますが、これから県がこう

いった指針をつくることによって、さらに全県

。的に進んでいくのではないかと考えております

全県的に同じような形で、鹿児島○丸山委員

県でも糖尿病予防のこういう指針ができている

んだろうと思うんですが、宮崎県として、先ほ

ど言いましたように、メタボ率が高いとか、野

菜摂取量が少ないとか、そういう大きな要素が

あるんですけれども、この指針の中で、宮崎県

で、これが独自に入っているというのが何かあ

れば。全国で多分同じようなマニュアルみたい

なのがぽーんと流れてきて、それを基本ベース

につくられていたんじゃないかというふうな気

もするもんですから。宮崎県で、何が独自とい

うのを、ここが特徴ですよというのが何か、資

料３とか何かで説明できるものがあれば、教え

ていただくとありがたいかなと思っております

が。

宮崎県の特徴としまして○矢野健康増進課長

、 、 、 、 、は 区分ア イ ウが これは宮崎県に特有の

特徴的なものとなっております。発症予防のほ

うについては、これは、宮崎県独自の取り組み

としてつくったものになります。

その境目になるのが、資料３の表の右下、図

のほうの上と下に分かれているところ。ちょっ

と細かい字になっているんですが、空腹時血糖

で126ミリグラムパーデシリットル、あるいはヘ

モグロビンＡ１ｃで6.5％ ここは糖尿病の診─

断の境目の基準ということになりますが、これ

を発症していない方に対してどのように取り組
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んでいくのかというところが国からも示されて

いない部分で、本県独自で関係者と協力して策

定したということに特徴があります。

まずそういうところを説明してい○丸山委員

ただくと、わかりやすかったかなと思っており

ます。

関連があれば、お願いします。○右松委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他、何かありま○右松委員長

すでしょうか。

２点お伺いします。○田口副委員長

難病連の皆さん方から、ちょっといろいろ相

談が来ているんです。難病の指定数がふえたの

は、非常にありがたいことなんですけれども、

今回、医療費の公費負担を希望する指定難病の

特定医療費の受給者証の更新の案内が来ている

ようなんですが、これが、例年に比べて提出資

料とか、そういうものが非常に多くて、これは

どうしたものなんでしょうかと。私たちはもと

もと難病でそんなに動けもしないのに、こんな

、にたくさんの資料を用意するのは非常に大変で

何で急にこんなに変わったんでしょうかという

問い合わせが来ているもんですから、ちょっと

お伺いいたします。

経過措置が今年度で終わ○矢野健康増進課長

るということで、更新のほうの依頼をさせてい

ただいているところでございます。更新の申請

書類が変わったということについては、変わっ

た部分は、臨床調査個人票の部分がちょっと変

わったということで、一部変わったところはご

ざいますが、その他大きく変わったところはな

いというふうには認識しておるところでござい

ます。今後、マイナンバーを取り入れていくと

いうことで、提出していただく書類、例えば住

民票でありますとか、そういったものについて

は、今後、マイナンバーがうまく軌道に乗って

くれば、そういったのは省略できると。ここの

簡素化が進むような取り組みもしておりますの

で、今回につきましては、御理解いただきたい

というところはございます。

この申請は、毎年するという○田口副委員長

ふうに聞いているんですが、これだけのものを

出すとなると、多分難病の皆さん方は大変高額

。 、になるのではないか いろんな臨床調査個人票

これも、８ページにわたって、今までよりも非

常にふえていて、非常に高額になるんじゃない

か。そして、皆さん方は、そんなに体が自由に

動く方じゃありませんから、その人たちがたく

さんの資料を出すのは、将来を考えると気が重

たくなるから、何とかならないものだろうかと

いう相談も来ているのですが、それはどうなん

でしょう。

まず、臨床調査個人票に○矢野健康増進課長

つきましては、国のほうからもこういった形で

やるということになっておりまして、県の判断

でこれを変えるというのは、容易ではないこと

はございます。

どの程度負担になっているのかということに

つきましては、しっかりとこれからも声を聞き

ながら進めていきたいと思っておりますが、そ

の金額が上がっているとかということをおっ

しゃいましたか。いずれにしましても、しっか

りと声を聞きながら進めていきたいと思ってお

ります。

この件に関しては最後になり○田口副委員長

ますけれども、今回、このように制度が変わっ

て、申請書類も変わるということは、事前に対

象の皆さん方には通知か何かは行っていたんで

すか。それともいきなり、こんなに変わりまし

たよということで、書類がこうなりましたよと
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いうふうに変わったのか、そこをちょっとお聞

きします。

ちょっとそれほど大きく○矢野健康増進課長

変わったというふうに、こちらのほうとしては

認識していないところではあるんですが、こう

いった更新の案内につきましては、毎年ありま

して、例年どおり案内させていただいていると

ころでございます。

わかりました。○田口副委員長

もう一点は、県内のカテーテル手術の現状を

ちょっと教えていただきたいんですが。

急性心筋梗塞の心臓系の○田中医療薬務課長

データであれば、今回、医療計画の作成に当た

りまして、国が８月に出してきたデータブック

の中にございますので、それでお答えをさせて

いただきます。

まず、２次医療圏単位での集計になっており

ます ７医療圏中 心臓のカテーテル治療をやっ。 、

ておりますのが、宮崎、東諸県において６施設

で1,101件でございます。それから、都城、北諸

県、こちらは３施設で754件。そして、延岡、西

臼杵 こちらは国のデータブックでは、実は─

施設数は出ていないんですが、１とか２という

のは全て隠されていまして、出ていないんです

が、ここはもう県立延岡病院だけしか行ってお

、 。 、 、りませんので 多分１施設で380件 最後 日南

串間、こちらも１施設、県立日南だと思われま

す。この１施設で81件という結果になっており

ます。

残り３つの、２次医療圏は心臓のカテーテル

治療は行われていないと、そういう施設がない

という、そのような結果になっております。

今言いました、４つの医療圏○田口副委員長

でやっていますカテーテル手術は、ここ数年の

推移は、トータルでいいですけれども、それは

データがありますか。

申しわけありませんが、○田中医療薬務課長

ございません。私どもで今持っているのが、冒

頭で申し上げました医療計画の作成に関して国

が送ってきたデータのみでございまして、これ

。 、が27年度のデータのみでございます ですから

経年の推移というのがちょっとわからないとこ

ろです。

なお、幾つかの医療機関におきましては、ホ

ームページでいろんなデータを、クリニカルイ

ンディケーターという形で出しておるところで

ございます。県立延岡とか、宮崎市郡医師会病

院などは、経年的なものを載せております。そ

ういうものを参考に、実はそういうものを見る

しかないというのが、今のところの現状でござ

います。申しわけございません。

これを聞いてもしようがない○田口副委員長

から、いいです。わかりました。

先ほど副委員長からいた○矢野健康増進課長

だいたところの補足になるんですが、難病の更

新業務というのは、法律で毎年やると決まって

いるということですので、ちょっと補足させて

いただきたいと思います。

一般質問等で出たんですが、地域○丸山委員

医療構想に基づくことで、国のほうからすごい

データが来ていて、それを医大のほうに分析を

お願いしていますということだったものですか

ら、それを我々、当委員会のほうにも、どうい

う分析が出たのか、それをどうやって生かすの

かというのを、次の11月か、もしくは閉会中で

もいいですので、早目にそれを教えていただき

たい。あと、どういう項目が、何項目ぐらいの

データが国から出されているのかなと思って。

ぱっと今でも、宮崎県の特徴は何だろうという

のが、もしわかっていれば、ちょっと概算でも



- 62 -

平成29年９月21日(木)

いいから教えていただくとありがたいかなと

思っているんですけれども。

お尋ねのデータといいま○田中医療薬務課長

すのは、先ほどもちょっと触れました医療計画

の策定に当たりまして、国が現状をかなり細か

く見れるようにということで、データを送って

きております。

今のところ、送ってきているデータが、医療

計画で５疾病５事業という区分で書いてござい

ます。この５疾病５事業と、在宅医療について

現状が把握できるというふうな、そのためのデ

ータということで来ておりまして、239項目ほど

のデータが来ております。

、その特徴的なところという御要望なんですが

残念ながら、まだそこ辺の細かいところの精査

が進んでおりません。

このデータを、今後、医療計画の策定の会議

の場で、現状を把握する、現状を見るというた

、 、めに使う形にしておりますので それに向けて

今、私どものほうで分担して、精査、整理をし

ているところでございます。

もう一つ、この医療計画のためのデータとい

うのを、先ほどの委員のお話の中で、地域医療

構想を今後進める中で、大学のほうにお願いし

てということがございました。

５疾病５事業の現状というところは、結局、

各地域のいろんな疾病にどう対応しているかと

、いうところにも結びつくものでございますので

宮崎大学のほうでこういったデータを専門に

やっておられる先生のほうに相談はしておりま

す。

具体的にどう使えるかというところは、まだ

具体的に見れていないんですけれども、使える

ものについては、今後、地域医療構想を推進す

る中で、調整会議等々で使っていきたいという

ふうに考えております。まだちょっと具体的に

はわかりませんが、そのような方向で検討を進

めているところでございます。

ある程度内容が開示できるよう○右松委員長

になれば、どこかのタイミングで、一定の報告

はしてもらうといいかなと思いますので。

ほかにありますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいでしょうか。○右松委員長

それでは、請願の審査に移ります。

新規請願第22号「子どもの医療費助成制度の

拡充を求める請願」につきまして、執行部から

何か説明はありますでしょうか。

特に説明はございませ○髙畑こども政策課長

ん。

関連して、委員のほうから質疑○右松委員長

はありますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいでしょうか。○右松委員長

それでは、以上をもって福祉保健部を終了い

たします。

、 。執行部の皆様 長時間大変お疲れさまでした

ありがとうございました。

暫時休憩いたします。

午後３時41分休憩

午後３時47分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

採決についてでありますが、委員会日程の最

終日ということになっておりますので、25日に

行いたいと思います。再開時刻は13時30分とい

たしたいのですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○右松委員長

します。



- 63 -

平成29年９月21日(木)

その他、何かありますでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいでしょうか。○右松委員長

それでは、以上をもって本日の委員会を終わ

ります。

午後３時47分散会
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午後１時38分再開

出席委員（７人）

委 員 長 右 松 隆 央

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 井 本 英 雄

委 員 丸 山 裕次郎

委 員 日 髙 陽 一

委 員 西 村 賢

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主査 甲 斐 健 一

委員会を再開いたします。○右松委員長

本日の委員会に１名の傍聴の申し出がござい

、 。ましたので これを認めることといたしました

傍聴される方にお願いいたします。当委員会

の審査を円滑に進めるために、静かに傍聴して

ください。また、傍聴に関する指示には速やか

に従っていただきますようお願いいたします。

それでは、まず、採決を行いますが、採決の

前に、賛否も含めて、補正予算でありますが、

議案第１号に関しまして御意見がありましたら

お願いいたします。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ないようですので、○右松委員長

議案の採決を行います。

議案第１号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○右松委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号につきましては原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第17号「子どもの医療費無料化を

中学校卒業まで引き上げることを求める請願」

についてであります。当請願につきましては、

請願者において取り下げ申出書が提出されたも

のであります。取り下げの申し出を了承するこ

とに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、取り下○右松委員長

げを了承することに決定いたしました。

次に、請願第22号「子どもの医療費助成制度

の拡充を求める請願」についてでありますが、

この請願の取り扱いも含め、御意見をお願いい

たします。

今回の請願は、前回出されて○田口副委員長

おりました子どもの医療費無料化を中学校卒業

までに引き上げることを求める請願、これを一

旦取り下げられ、今回はちょっと表現もやわら

かくなっておりまして、医療費の拡充を求める

請願になっております。医療費助成制度の拡充

ですから、別に中には無料というのもうたって

おりませんが、ただ、県内の事情を見れば、こ

こにも書いておりますように、入院では中学校

卒業までが15自治体、小学校卒業までが６自治

体、通院でも中学校卒業までが13自治体、小学

校卒業までが４自治体とどんどん広がってきて

おりまして、少子高齢化の中で、今、子供をふ

やさなくちゃならんという中では、やはり産み

育てやすい環境というのはどうしても必要だと

思います。今までずっと継続でやってきたもの

が今回取り下げられたわけですが、現在の状況

平成29年９月25日(月)
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を見ると、やはり拡充ということに関して、私

はもう反対する理由は何もないと思っておりま

すので、継続することが本当にいいのかなとい

う思いでおりますので、皆さん方、ぜひともこ

れを採択に向けて御協力賜りたいと、よろしく

お願い申し上げます。

今、田口副委員長が言われたこと○丸山委員

も十二分にわかっているんですが、我々がいろ

いろ審査する中で、まだまだ十分に情報が得ら

れていないのは、県の財政負担とか、どこら辺

まで対応できるのかを含め、なかなか早々に結

論を出すべきものじゃないというふうに思って

おります。私自身、継続でしっかりと審議をし

たほうがいいんではないかと思っておりますの

、 。で ぜひ継続でお願いしたいと思っております

、 、 、○井本委員 これは 宮崎県と宮崎市 延岡市

都城市の問題であると思う。市がまず解決すべ

き問題であって、順番が逆だと思っている。も

ちろん、これはできるだけ拡大していくのがい

いと思いますが、まずは継続して。

順番がおかしいということで○田口副委員長

、 。あれば それはなぜ継続ということになるのか

まだ我々ももう少し審議をしよう○井本委員

というお話で、これは大原則からすれば、やっ

ぱり拡張しないとしようがない時代に来ておる

んですよ。だけれど、まず市で実現しないとい

けない問題であって、何で県がそれを先にやら

ないといけないのかと、私はそう思う。

県としましても、これまで少しず○丸山委員

つ拡充をしてきているというのは間違いないこ

とだろうと思っています 県が基本ベースにあっ。

たおかげで、各市町村も上乗せをしてきたとい

うことがありますので、県では拡充がしっかり

一歩一歩はこれまで進んでおります。あとは、

かわりに、財政問題の事情がありますので、こ

れをどこまで拡充できるのか、議会のほうでは

決め切れないものだから、別にこれを慎重審議

すべきだということで継続ということをお願い

したいかなと思っています。

趣旨は今おっしゃられたとおり、○西村委員

みんな拡充に越したことはないし、これはいろ

んな角度で、議会でそれぞれの質問でも上がっ

てきていることだと思います。井本委員がおっ

しゃるように、市町村の自主性というものを考

えて。場合によっては財源を無理やり割いてで

も一生懸命やっている自治体もあれば、そこま

で手が及んでいない自治体も当然あるわけで、

それを本当は肩を並べて補充していくというの

がいいんでしょうけれども、その時期に達して

いるのかなということと、県としては、その財

源を生むためには何かを割いていくということ

の準備がとてもまだできているように思えない

し、丸山委員が言われたとおり、いろんな多岐

にわたる部分で県のほうも助成を拡大している

わけですから、そういう意味では、我々も勉強

と研究も含めてまだまだ時間が足りていないと

いうのが率直な意見です。

もっと研究・勉強したいとい○田口副委員長

うことであるならば、この常任委員会でも、ど

こかでこれに関して調査することを私は提案し

たいと思います。それで、どこかの時点で御理

解いただければ、継続をやめてどこかで採決を

していただくと。そういうようなことであるな

らば、私もそれを了解いたしますけれども。

現状はいろいろと御意見が出ま○右松委員長

したので、ほかに御意見ありますでしょうか。

よろしいでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、先ほどの委員間討議○右松委員長

の中で、継続との意見がありましたので、こち
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らのほうを審議していきたいと思います。

それでは、お諮りいたします。請願第22号を

継続審査とすることに賛成の方の挙手をお願い

いたします。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第22号○右松委員長

は継続審査とすることに決定いたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容につきまして御意

見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時47分休憩

午後１時54分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

委員長報告につきましては、ただいまの御意

見を参考にしながら、正副委員長に御一任いた

だくことで御異議ありませんでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○右松委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査につきましては、閉会中の継続調査とい

たしたいと思いますが 御異議ありませんでしょ、

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○右松委員長 御異議ありませんので その旨

議長に申し出ることといたします。

暫時休憩いたします。

午後１時54分休憩

午後１時55分再開

委員会を再開いたします。○右松委員長

11月６日の閉会中の委員会につきましては、

正副委員長に一任ということでよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○右松委員長

す。

その他、何かありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ないようですので、○右松委員長

以上で委員会を終了いたします。

午後１時55分閉会


